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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板の一表面上に絶縁層を形成し、
　前記絶縁層を介してイオンを照射して前記単結晶半導体基板の一表面から所定の深さの
領域に損傷領域を形成し、
　絶縁表面を有する基板の表面と前記絶縁層の表面とを接触させて、前記絶縁表面を有す
る基板と前記単結晶半導体基板とを貼り合わせ、
　加熱処理を施すことにより、前記損傷領域において前記単結晶半導体基板を分離して前
記絶縁表面を有する基板上に単結晶半導体層を形成し、
　前記単結晶半導体層をパターニングして複数の島状半導体層を形成し、
　前記島状半導体層の一に、前記島状半導体層の全面を覆うように成形されたレーザ光を
照射し、
　前記レーザ光の照射の際の前記島状半導体層の溶融状態を判定した後、前記島状半導体
層が非溶融状態にあると判定した場合には、前記島状半導体層に対して再度レーザ光を照
射することを特徴とする半導体基板の製造方法。
【請求項２】
　単結晶半導体基板の一表面上に第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層を介してイオンを照射して前記単結晶半導体基板の一表面から所定の
深さの領域に損傷領域を形成し、
　絶縁表面を有する基板の表面上に第２の絶縁層を形成し、
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　前記第２の絶縁層の表面と前記第１の絶縁層の表面とを接触させて、前記絶縁表面を有
する基板と前記単結晶半導体基板とを貼り合わせ、
　加熱処理を施すことにより、前記損傷領域において前記単結晶半導体基板を分離して前
記絶縁表面を有する基板上に単結晶半導体層を形成し、
　前記単結晶半導体層をパターニングして複数の島状半導体層を形成し、
　前記島状半導体層の一に、前記島状半導体層の全面を覆うように成形されたレーザ光を
照射し、
　前記レーザ光の照射の際の前記島状半導体層の溶融状態を判定した後、前記島状半導体
層が非溶融状態にあると判定した場合には、前記島状半導体層に対して再度レーザ光を照
射することを特徴とする半導体基板の製造方法。
【請求項３】
　単結晶半導体基板の一表面上に絶縁層を形成し、
　前記絶縁層を介してイオンを照射して前記単結晶半導体基板の一表面から所定の深さの
領域に損傷領域を形成し、
　前記単結晶半導体基板をパターニングして、その底部が前記損傷領域より深い凹部を形
成し、
　絶縁表面を有する基板の表面と前記絶縁層の表面とを接触させて、前記絶縁表面を有す
る基板と前記単結晶半導体基板とを貼り合わせ、
　加熱処理を施すことにより、前記損傷領域において前記単結晶半導体基板を分離して前
記絶縁表面を有する基板上に複数の島状半導体層を形成し、
　前記島状半導体層の一に、前記島状半導体層の全面を覆うように成形されたレーザ光を
照射し、
　前記レーザ光の照射の際の前記島状半導体層の溶融状態を判定した後、前記島状半導体
層が非溶融状態にあると判定した場合には、前記島状半導体層に対して再度レーザ光を照
射することを特徴とする半導体基板の製造方法。
【請求項４】
　単結晶半導体基板の一表面上に第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層を介してイオンを照射して前記単結晶半導体基板の一表面から所定の
深さの領域に損傷領域を形成し、
　前記単結晶半導体基板をパターニングして、その底部が前記損傷領域より深い凹部を形
成し、
　絶縁表面を有する基板の表面上に第２の絶縁層を形成し、
　前記第２の絶縁層の表面と前記第１の絶縁層の表面とを接触させて、前記絶縁表面を有
する基板と前記単結晶半導体基板とを貼り合わせ、
　加熱処理を施すことにより、前記損傷領域において前記単結晶半導体基板を分離して前
記絶縁表面を有する基板上に複数の島状半導体層を形成し、
　前記島状半導体層の一に、前記島状半導体層の全面を覆うように成形されたレーザ光を
照射し、
　前記レーザ光の照射の際の前記島状半導体層の溶融状態を判定した後、前記島状半導体
層が非溶融状態にあると判定した場合には、前記島状半導体層に対して再度レーザ光を照
射することを特徴とする半導体基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野は、半導体基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、バルク状のシリコン基板に代わり、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａ
ｔｏｒ）基板を使った集積回路が開発されている。絶縁層上に形成された薄い単結晶シリ
コン層の特徴を生かすことで、集積回路中のトランジスタ同士を完全に分離して形成する
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ことができ、またトランジスタを完全空乏型とすることができるため、高集積、高速駆動
、低消費電力など付加価値の高い半導体集積回路が実現できる。
【０００３】
ＳＯＩ基板を製造する方法の１つに、水素イオン注入と剥離を組み合わせた、水素イオン
注入剥離法が知られている。水素イオン注入剥離法の代表的な工程を以下に示す。
【０００４】
はじめに、シリコン基板に水素イオンを注入することによって、表面から所定の深さにイ
オン注入層を形成する。次に、ベース基板となる別のシリコン基板を酸化して酸化珪素膜
を形成する。その後、水素イオンを注入したシリコン基板と、別のシリコン基板の酸化珪
素膜とを密着させて、２枚のシリコン基板を貼り合わせる。そして、加熱処理を行うこと
により、イオン注入層を劈開面として一方のシリコン基板を劈開させる。
【０００５】
水素イオン注入剥離法を用いて、ガラス基板上に単結晶シリコン層を形成する方法が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１では、イオン注入によって形成された
欠陥層や、剥離面の段差を除去するために、剥離面を機械研磨している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－０９７３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記のように、イオン注入剥離法を用いて単結晶半導体層を形成する場合には、イオンの
注入により、単結晶半導体層中の欠陥が増大する。単結晶半導体層中に欠陥が多数存在す
る状況では、例えば、ゲート絶縁膜との界面に欠陥の準位が形成されやすくなるため、こ
れを用いて作製した半導体素子の特性は良好なものではなくなる。また、単結晶半導体層
中に欠陥が多数存在する場合には、そもそも単結晶半導体本来の特性を得ることができな
い。
【０００８】
上記の問題を解消する方策としては、例えば、高温（８００℃以上）での加熱や、研削・
研磨といった処理を挙げることができる。しかしながら、高温での加熱や、研削・研磨と
いった処理は、ガラス基板上に形成した単結晶半導体層に対する処理としては適当でない
。ガラス基板の耐熱温度は６５０℃程度であり、また、ガラス基板はシリコン基板などと
比較して大型のためである。
【０００９】
上記手法に代わるものとしては、例えば、単結晶半導体層に対してレーザ光を照射する方
法がある。レーザ光を照射することにより、単結晶半導体層のみを選択的に溶融させて、
欠陥を低減することができる。なお、上記のレーザ光としては、主としてパルス発振レー
ザ光が用いられる。パルス発振レーザ光（以下、パルスレーザ光ともいう）は、連続発振
レーザ光（以下、ＣＷレーザ光ともいう）と比較して所望の強度を得やすいというメリッ
トを有している。
【００１０】
ここで、単結晶半導体層に対してパルスレーザ光を照射する場合には、パルスレーザ光の
端部が照射される領域において単結晶半導体層表面の凹凸が増大するという問題がある。
これは、当該領域においては溶融領域と非溶融領域とが混在することになるため、溶融領
域と非溶融領域との境界においては単結晶半導体層に歪みが生じ易くなることに起因する
。このような歪みを緩和する方法として、照射位置を僅かにずらしながら、多数のパルス
レーザ光を照射する方法が挙げられるが、この場合にはスループットが低下するという問
題が生じる。
【００１１】
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上述の問題点に鑑み、半導体基板における半導体層表面の平坦性を向上させることを目的
の一とする。又は、半導体基板の生産性を向上させることを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
開示に係る発明の一態様では、半導体層に対してパルスレーザ光を照射する前にパターニ
ングすることで島状半導体層を形成し、パルスレーザ光の端部（固体状態と液体状態の境
界が生じる領域）が島状半導体層に照射されないようにする。すなわち、パルスレーザ光
の所定の領域が、パターニング後の島状半導体層全面を覆うように照射される。
【００１３】
開示に係る半導体基板の製造方法の一は、単結晶半導体基板の一表面にイオンを照射して
損傷領域を形成し、単結晶半導体基板の一表面上に絶縁層を形成し、絶縁表面を有する基
板の表面と絶縁層の表面とを接触させて、絶縁表面を有する基板と単結晶半導体基板とを
貼り合わせ、加熱処理を施すことにより、損傷領域において単結晶半導体基板を分離して
絶縁表面を有する基板上に単結晶半導体層を形成し、単結晶半導体層をパターニングして
複数の島状半導体層を形成し、島状半導体層の一に、該島状半導体層の全面を覆うように
成形されたレーザ光を照射することを特徴とする。ここで、イオンの照射とは、イオンを
電界で加速させて対象物に照射することをいう。これにより、対象物の表面から所定の深
さの領域に、対象物の組成、原子配列等が変化した領域（損傷領域）を形成することがで
きる。
【００１４】
開示に係る半導体基板の製造方法の他の一は、単結晶半導体基板の一表面にイオンを照射
して損傷領域を形成し、単結晶半導体基板の一表面上に第１の絶縁層を形成し、絶縁表面
を有する基板の表面上に第２の絶縁層を形成し、第２の絶縁層の表面と第１の絶縁層の表
面とを接触させて、絶縁表面を有する基板と単結晶半導体基板とを貼り合わせ、加熱処理
を施すことにより、損傷領域において単結晶半導体基板を分離して絶縁表面を有する基板
上に単結晶半導体層を形成し、単結晶半導体層をパターニングして複数の島状半導体層を
形成し、島状半導体層の一に、該島状半導体層の全面を覆うように成形されたレーザ光を
照射することを特徴とする。
【００１５】
開示に係る半導体基板の製造方法の他の一は、単結晶半導体基板の一表面にイオンを照射
して損傷領域を形成し、単結晶半導体基板をパターニングして、その底部が損傷領域より
深い凹部を形成し、単結晶半導体基板の一表面上に絶縁層を形成し、絶縁表面を有する基
板の表面と絶縁層の表面とを接触させて、絶縁表面を有する基板と単結晶半導体基板とを
貼り合わせ、加熱処理を施すことにより、損傷領域において単結晶半導体基板を分離して
絶縁表面を有する基板上に複数の島状半導体層を形成し、島状半導体層の一に、該島状半
導体層の全面を覆うように成形されたレーザ光を照射することを特徴とする。
【００１６】
開示に係る半導体基板の製造方法の他の一は、単結晶半導体基板の一表面にイオンを照射
して損傷領域を形成し、単結晶半導体基板をパターニングして、その底部が損傷領域より
深い凹部を形成し、単結晶半導体基板の一表面上に第１の絶縁層を形成し、絶縁表面を有
する基板の表面上に第２の絶縁層を形成し、第２の絶縁層の表面と第１の絶縁層の表面と
を接触させて、絶縁表面を有する基板と単結晶半導体基板とを貼り合わせ、加熱処理を施
すことにより、損傷領域において単結晶半導体基板を分離して絶縁表面を有する基板上に
複数の島状半導体層を形成し、島状半導体層の一に、該島状半導体層の全面を覆うように
成形されたレーザ光を照射することを特徴とする。
【００１７】
上記において、島状半導体層の一には、レーザ光の中央の領域が照射される（つまり、レ
ーザ光の端部が照射されない）。ここで、レーザ光の中央の領域とは、半導体層に対して
照射した場合に表面凹凸が形成される領域（すなわち、液体状態と固体状態の境界が形成
される領域）を除く領域をいう。例えば、そのピーク強度の８０％以上の強度を有する領
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域とすることができる。また、ここでいう表面凹凸とは、半導体装置の製造において問題
となる程度の表面凹凸を指す。なお、レーザ光と島状半導体層の位置関係は、島状半導体
層に上記「表面凹凸が形成される領域」が照射されない構成であれば良いため、上記構成
に限定して解釈されるものではない。例えば、島状半導体層と島状半導体層の間の領域に
、「表面凹凸が形成される領域」が照射されるような位置関係としても良い。
【００１８】
また、上記において、レーザ光の照射は減圧雰囲気において行うことが好ましい。例えば
、５０Ｐａ以下（好ましくは５×１０－１Ｐａ以下、より好ましくは５×１０－３Ｐａ以
下）とすることができる。
【００１９】
また、上記において、レーザ光の照射の際の島状半導体層の溶融状態を判定した後、島状
半導体層が非溶融状態にあると判定した場合には、該島状半導体層に対して再度レーザ光
を照射することができる。この場合、上記レーザ光の照射による島状半導体層の溶融状態
の判定は、島状半導体層にレーザ光を照射する際に、島状半導体層の表面又は裏面に所定
の波長の参照光を照射して該参照光の反射率を測定することにより行うことができる。例
えば、第１の反射率と第２の反射率を基準として、反射率が第１の反射率未満である場合
には島状半導体層が非溶融状態にあると判定し、反射率が第１の反射率以上第２の反射率
未満である場合には島状半導体層が部分溶融状態にあると判定し、反射率が第２の反射率
以上である場合には島状半導体層が完全溶融状態にあると判定することができる。また、
上記において、第１の反射率は、島状半導体層の表面が溶融状態にある場合の反射率とし
、第２の反射率は、島状半導体層の裏面が溶融状態にある場合の反射率とすることができ
る。
【発明の効果】
【００２０】
本明細書等（少なくとも、明細書、特許請求の範囲、および図面を含む）において開示す
る発明の一態様では、島状半導体層の形状等に合わせてレーザ光を成形している。又はレ
ーザ光の照射領域に合わせて半導体層をパターニングしている。これにより、レーザ光の
中央領域が照射され、レーザ光の端部が半導体層に照射されないため、レーザ光端部の照
射に起因する表面凹凸を抑制し、平坦性の高い半導体層を有する半導体基板を提供するこ
とができる。また、表面凹凸を抑制するために多数のパルスレーザ光を照射する必要がな
くなるため、半導体基板の製造に係る効率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】半導体基板の製造方法について説明する図である。
【図２】半導体基板の製造方法について説明する図である。
【図３】半導体層に対するレーザ照射を説明する図である。
【図４】島状半導体層に対するレーザ光の照射を説明する図である。
【図５】島状半導体層とパルスレーザ光の照射領域との関係を説明する図である。
【図６】評価方法の原理を示す図である。
【図７】評価方法の原理及び評価方法の一例について示す図である。
【図８】評価方法の一例について示す図である。
【図９】評価方法の一例について示す図である。
【図１０】半導体装置の作製工程を示す図である。
【図１１】半導体装置の作製工程を示す図である。
【図１２】半導体装置の平面図及び断面図である。
【図１３】薄膜トランジスタの製造方法の一例について説明する断面図である。
【図１４】薄膜トランジスタの製造方法の一例について説明する断面図である。
【図１５】薄膜トランジスタの製造方法の一例について説明する平面図である。
【図１６】半導体装置を用いた電子機器を示す図である。
【図１７】半導体装置を用いた電子機器を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
実施の形態について、図面を用いて以下に説明する。但し、開示する発明の一態様は以下
の説明に限定されず、発明の趣旨から逸脱することなく形態及び詳細を様々に変更し得る
ことは当業者にとって自明である。なお、以下に説明する構成において、同じものを指す
符号は異なる図面間で共通して用いることとする。また、本明細書中において半導体装置
とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指すものとする。
【００２３】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体基板の製造方法について、図１乃至４を参照して説明する。
【００２４】
はじめに、ベース基板１００を用意する（図１（Ａ）参照）。ベース基板１００としては
、例えば、液晶表示装置などに使用される可視光透過性を有するガラス基板を用いること
ができる。ガラス基板としては、歪み点が５８０℃以上６８０℃以下（好ましくは、６０
０℃以上６８０℃以下）であるものを用いると良い。また、ガラス基板は無アルカリガラ
ス基板であることが好ましい。無アルカリガラス基板には、例えば、アルミノシリケート
ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスなどのガラス材料が用い
られている。
【００２５】
なお、ベース基板１００としては、ガラス基板の他、セラミック基板、石英基板やサファ
イア基板などの絶縁体でなる絶縁性基板、珪素などの半導体材料でなる半導体基板、金属
やステンレスなどの導電体でなる導電性基板などを用いることもできる。
【００２６】
本実施の形態においては示さないが、ベース基板１００の表面に絶縁層を形成しても良い
。該絶縁層を設けることにより、ベース基板１００に不純物（アルカリ金属やアルカリ土
類金属など）が含まれている場合であっても、当該不純物が半導体層へ拡散することを防
止できる。絶縁層は単層構造でも良いし積層構造でも良い。絶縁層を構成する材料として
は、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、酸化アルミニウム、窒化アルミ
ニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどを挙げることができる。
【００２７】
なお、本明細書において、酸化窒化物とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が
多い物質であり、また、窒化酸化物とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多
い物質をいう。例えば、酸化窒化珪素とは、酸素が５０原子％以上７０原子％以下、窒素
が０．５原子％以上１５原子％以下、珪素が２５原子％以上３５原子％以下、水素が０．
１原子％以上１０原子％以下の範囲で含まれる物質とすることができる。また、窒化酸化
珪素とは、酸素が５原子％以上３０原子％以下、窒素が２０原子％以上５５原子％以下、
珪素が２５原子％以上３５原子％以下、水素が１０原子％以上２５原子％以下の範囲で含
まれる物質とすることができる。但し、上記組成の範囲は、ラザフォード後方散乱法（Ｒ
ＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒ
ｙ）や、水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒ
ｉｎｇ）を用いて測定した場合のものである。また、構成元素の含有比率の合計は、１０
０原子％を超えない。
【００２８】
次に、単結晶半導体基板１１０を用意する（図１（Ｂ）参照）。単結晶半導体基板１１０
としては、例えば、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコンなど
の第４属元素でなる半導体基板を用いることができる。もちろん、ガリウムヒ素、インジ
ウムリンなどの化合物半導体でなる基板を用いてもよい。本実施の形態においては、単結
晶半導体基板１１０として、単結晶シリコン基板を用いることとする。単結晶半導体基板
１１０のサイズや形状に制限は無いが、例えば、８インチ（２００ｍｍ）、１２インチ（
３００ｍｍ）、１８インチ（４５０ｍｍ）といった円形の半導体基板を、矩形に加工して
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用いると良い。なお、本明細書において、単結晶とは、結晶構造が一定の規則性を持って
形成されており、どの部分においても結晶軸が同じ方向を向いているものをいう。つまり
、欠陥の多少については問わないものとする。
【００２９】
単結晶半導体基板１１０を洗浄した後、単結晶半導体基板１１０表面に絶縁層１１２を形
成する。絶縁層１１２を設けない構成とすることもできるが、後のイオン照射の際の単結
晶半導体基板１１０の汚染、単結晶半導体基板１１０表面の損傷、単結晶半導体基板１１
０表面のエッチング等を防ぐためには、絶縁層１１２を設けることが好ましい。絶縁層１
１２の厚さは１ｎｍ以上４００ｎｍ以下程度にすると良い。
【００３０】
絶縁層１１２を構成する材料としては、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪
素、酸化ゲルマニウム、窒化ゲルマニウム、酸化窒化ゲルマニウム、窒化酸化ゲルマニウ
ムなどの、珪素またはゲルマニウムを組成に含む絶縁材料を挙げることができる。また、
酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化ハフニウムなどの金属の酸化物、窒化アルミニウ
ムなどの金属の窒化物、酸化窒化アルミニウムなどの金属の酸化窒化物、窒化酸化アルミ
ニウムなどの金属の窒化酸化物を用いてもよい。絶縁層１１２の形成方法としては、ＣＶ
Ｄ法、スパッタ法、単結晶半導体基板１１０の酸化（又は窒化）による方法などがある。
【００３１】
次に、絶縁層１１２を介して、電界で加速されたイオンでなるイオンビーム１３０を単結
晶半導体基板１１０に照射し、単結晶半導体基板１１０の表面から所定の深さの領域に、
損傷領域１１４を形成する（図１（Ｃ）参照）。損傷領域１１４が形成される領域の深さ
は、イオンビーム１３０の加速エネルギーとイオンビーム１３０の入射角によって制御す
ることができる。ここで、損傷領域１１４は、イオンの平均侵入深さと同程度の深さの領
域に形成されることになる。
【００３２】
上述の損傷領域１１４が形成される深さにより、単結晶半導体基板１１０から分離される
単結晶半導体層の厚さが決定される。損傷領域１１４が形成される深さは、単結晶半導体
基板１１０の表面から２０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であり、好ましくは３０ｎｍ以上２０
０ｎｍ以下である。
【００３３】
イオンを単結晶半導体基板１１０に照射する際には、イオン注入装置又はイオンドーピン
グ装置を用いることができる。イオン注入装置では、ソースガスを励起してイオン種を生
成し、生成されたイオン種を質量分離して、所定の質量を有するイオン種を被処理物に注
入する。イオンドーピング装置は、プロセスガスを励起してイオン種を生成し、生成され
たイオン種を質量分離せずに被処理物に照射する。なお、質量分離装置を備えているイオ
ンドーピング装置では、イオン注入装置と同様に、質量分離を伴うイオンの照射を行うこ
ともできる。
【００３４】
イオンドーピング装置を用いる場合のイオンの照射工程は、例えば、以下の条件で行うこ
とができる。
・加速電圧　５ｋＶ以上１００ｋＶ以下（好ましくは３０ｋＶ以上８０ｋＶ以下）
・ドーズ量　６×１０１５ｉｏｎｓ／ｃｍ２以上４×１０１６ｉｏｎｓ／ｃｍ２以下
・ビーム電流密度　２μＡ／ｃｍ２以上（好ましくは５μＡ／ｃｍ２以上、より好ましく
は１０μＡ／ｃｍ２以上）
【００３５】
イオンドーピング装置を用いる場合、イオンの照射工程のソースガスには水素を含むガス
を用いることができる。該ガスを用いることにより、イオン種としてＨ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋を生成することができる。該ガスをソースガスとして用いる場合には、Ｈ３

＋を多く照
射することが好ましい。具体的には、イオンビーム１３０に、Ｈ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋の総

量に対してＨ３
＋イオンが７０％以上含まれるようにすることが好ましい。また、Ｈ３

＋



(8) JP 5503876 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

イオンの割合を８０％以上とすることがより好ましい。このようにＨ３
＋の割合を高めて

おくことで、損傷領域１１４に１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の濃度で水素を含ま
せることが可能である。このように、局所的に多量のイオンを照射することにより、損傷
領域１１４における分離が容易になる。また、Ｈ３

＋イオンを多く照射することで、Ｈ＋

、Ｈ２
＋を照射するよりもイオンの照射効率が向上する。つまり、イオンの照射にかかる

時間を短縮することができる。
【００３６】
イオン注入装置を用いる場合には、質量分離により、Ｈ３

＋イオンが注入されるようにす
ることが好ましい。もちろん、Ｈ＋やＨ２

＋を注入してもよい。ただし、イオン注入装置
を用いる場合には、イオン種を選択して注入することになるため、イオンドーピング装置
を用いる場合と比較して、イオンの照射の効率は低いものになる。
【００３７】
イオン照射工程のソースガスには水素を含むガスの他に、ヘリウムやアルゴンなどの希ガ
ス、フッ素ガスや塩素ガスに代表されるハロゲンガス、フッ素化合物ガス（例えば、ＢＦ

３）などのハロゲン化合物ガスから選ばれた一種または複数種類のガスを用いることがで
きる。ソースガスにヘリウムを用いる場合には、質量分離を行わなくとも、Ｈｅ＋イオン
の割合が高いイオンビーム１３０を作り出すことができる。このようなイオンビーム１３
０を用いることで、損傷領域１１４を効率よく形成することができる。
【００３８】
また、複数回のイオン照射工程を行うことで、損傷領域１１４を形成することもできる。
この場合、イオン照射工程毎にソースガスを異ならせても良いし、同じソースガスを用い
てもよい。例えば、ソースガスとして希ガスを用いてイオン照射を行った後、水素を含む
ガスをソースガスとして用いてイオン照射を行うことができる。また、初めにハロゲンガ
ス又はハロゲン化合物ガスを用いてイオン照射を行い、次に、水素ガスを含むガスを用い
てイオン照射を行うこともできる。
【００３９】
上記の損傷領域１１４を形成した後、絶縁層１１２を除去し、新たに絶縁層１１６を形成
する（図１（Ｄ）参照）。ここで、絶縁層１１２を除去するのは、上記のイオン照射の際
に、絶縁層１１２が損傷する可能性が高いためである。なお、絶縁層１１２の損傷が問題
とならない場合には絶縁層１１２を除去する必要はない。この場合、絶縁層１１２上に新
たに絶縁層１１６を形成しても良いし、絶縁層１１６を形成しない構成としても良い。
【００４０】
絶縁層１１６を構成する材料としては、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪
素、酸化ゲルマニウム、窒化ゲルマニウム、酸化窒化ゲルマニウム、窒化酸化ゲルマニウ
ムなどの、珪素またはゲルマニウムを組成に含む絶縁材料を挙げることができる。また、
酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化ハフニウムなどの金属の酸化物、窒化アルミニウ
ムなどの金属の窒化物、酸化窒化アルミニウムなどの金属の酸化窒化物、窒化酸化アルミ
ニウムなどの金属の窒化酸化物を用いてもよい。絶縁層１１６の形成方法としては、ＣＶ
Ｄ法、スパッタ法、単結晶半導体基板１１０の酸化（又は窒化）による方法などがある。
なお、本実施の形態において、絶縁層１１６は単層構造で示しているが、開示に係る発明
はこれに限定して解釈されない。２層以上の積層構造とすることもできる。
【００４１】
絶縁層１１６は、貼り合わせに係る層であるから、その表面は、高い平坦性を有すること
が好ましい。例えば、表面の算術平均粗さが０．６ｎｍ以下（好ましくは０．３ｎｍ以下
）、二乗平均平方根粗さが０．７ｎｍ以下（好ましくは０．４ｎｍ以下）の層を形成する
。このような絶縁層１１６としては、例えば、有機シランガスを用いて化学気相成長法に
より形成される酸化珪素膜を用いることができる。なお、以下では説明の便宜上、図１（
Ｄ）に示す構造を基板１４０と呼ぶこととする。
【００４２】
その後、上記のベース基板１００と基板１４０とを貼り合わせる（図１（Ｅ）参照）。具
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体的には、ベース基板１００及び基板１４０の表面を超音波洗浄（周波数が５０ｋＨｚ乃
至５ＭＨｚの、いわゆるメガソニック洗浄を含む。）などの方法で洗浄し、親水基を付加
する薬液（オゾン水や、アンモニア水と過酸化水素水（と水）との混合溶液など。その他
の酸化剤でも良い。）を用いて処理した後、ベース基板１００の表面と基板１４０の表面
とを密着させて圧力をかける。なお、ベース基板１００及び基板１４０の表面に施す処理
としては、薬液処理以外にも、例えば酸素プラズマ処理などを挙げることができる。
【００４３】
なお、貼り合わせにはファン・デル・ワールス力や水素結合などが関与していると考えら
れているため、これらの貼り合わせに係るメカニズムを最大限に利用する方法を用いるこ
とが好ましい。例えば、貼り合わせを行う前に、ベース基板１００及び基板１４０の表面
に親水基を付加する薬液を用いた処理や、酸素プラズマ処理などを施すことにより、その
表面を親水性にする方法がある。該処理によって、ベース基板１００及び基板１４０の表
面に親水基が付加されるため、貼り合わせ界面に多数の水素結合を形成することができる
ようになる。つまり、貼り合わせの強度を向上させることができる。
【００４４】
なお、貼り合わせの際の雰囲気は、大気雰囲気、窒素雰囲気のような不活性雰囲気、酸素
やオゾンを含む雰囲気、または減圧雰囲気とすることができる。不活性雰囲気中や、酸素
やオゾンを含む雰囲気中で貼り合わせを行うことにより、ベース基板１００及び基板１４
０の表面に付加された親水基を有効に利用した貼り合わせが可能である。一方で、減圧雰
囲気において貼り合わせを行うことも可能である。この場合には、雰囲気中の汚染物によ
る影響を低減することができるため、貼り合わせに係る界面を清浄に保つことができる。
また、貼り合わせの際の空気の閉じ込めを低減することもできる。
【００４５】
次に、貼り合わせられたベース基板１００及び基板１４０に対して加熱処理を施して、貼
り合わせを強固なものとする。当該加熱処理は、可能な限り貼り合わせ直後に行うように
する。貼り合わせ後、加熱処理前に基板の搬送を行う場合には、ベース基板１００の撓み
などにより基板１４０が剥離する可能性が極めて高くなるためである。
【００４６】
上記加熱温度は、ベース基板の耐熱温度以下、かつ、損傷領域における分離が生じない温
度とする必要がある。例えば、１５０℃以上４５０℃以下、好ましくは２００℃以上４０
０℃以下とすることができる。処理時間は、好ましくは１分以上１０時間以下（より好ま
しくは３分以上３時間以下）であるが、処理速度と貼り合わせ強度との関係から最適な条
件を適宜設定することができる。本実施の形態においては、２００℃、２時間の加熱処理
を施すこととする。なお、基板の貼り合わせに係る領域にのみマイクロ波を照射すること
で、局所的に加熱することも可能である。
【００４７】
次に、基板１４０を絶縁層１１６及び単結晶半導体層１１８と、単結晶半導体基板１４２
とに分離する（図１（Ｆ）参照）。基板１４０の分離は、加熱処理により行う。該加熱処
理の温度は、ベース基板１００の耐熱温度を目安にすることができる。例えば、ベース基
板１００としてガラス基板を用いる場合には、加熱温度は４００℃以上ガラスの歪み点以
下とすることが好ましい。なお、本実施の形態においては、６００℃、２時間の加熱処理
を施すこととする。
【００４８】
上述のような加熱処理を施すことで、損傷領域１１４に形成された微小な空孔の体積変化
が生じ、損傷領域１１４に亀裂が生ずる。その結果、損傷領域１１４に沿って単結晶半導
体基板１１０が分離する。絶縁層１１６はベース基板１００と貼り合わせられているので
、ベース基板１００上には単結晶半導体基板１１０から分離された単結晶半導体層１１８
が残存することになる。また、この加熱処理で、ベース基板１００と絶縁層１１６の接合
界面が加熱されるため、接合界面に共有結合が形成され、ベース基板１００と絶縁層１１
６の結合力が一層向上する。なお、上記単結晶半導体基板１４２は、その表面を平坦化し
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た後、再度利用することができる。
【００４９】
以上により、ベース基板１００上に単結晶半導体層１１８を有する半導体基板が形成され
る。該半導体基板は、ベース基板１００上に、絶縁層１１６、単結晶半導体層１１８が順
に積層された構成となっている。
【００５０】
上述のようにして形成された単結晶半導体層１１８の表面には、イオン照射工程や分離工
程による欠陥が存在し、また、その平坦性が損なわれている。このように単結晶半導体層
１１８中に欠陥が多い状態では、単結晶半導体本来の特性を発揮することができず、また
、単結晶半導体層１１８とゲート絶縁層との界面における局在準位密度が高くなるなど、
トランジスタの性能及び信頼性に悪影響を与える可能性が高い。さらに、このような平坦
性が低い（つまり、凹凸が大きい）単結晶半導体層１１８の表面に、薄く、且つ、高い絶
縁耐圧のゲート絶縁層を形成することは困難である。そのため、単結晶半導体層１１８の
欠陥低減処理及び平坦化処理を行う。
【００５１】
本実施の形態において、単結晶半導体層１１８の欠陥低減及び平坦性向上は、単結晶半導
体層１１８にパルスレーザ光１３２を照射することで実現される。より具体的には、単結
晶半導体層１１８を複数の島状半導体層１２０に分離し（図２（Ａ）参照）、その後、パ
ルスレーザ光１３２の照射処理を行うことにより（図２（Ｂ）参照）、欠陥低減及び平坦
性向上が実現された島状半導体層１２２を形成することができる（図２（Ｃ）参照）。単
結晶半導体層１１８の島状半導体層１２０への分離は、エッチングにより行うことができ
る。該エッチング処理において用いるレジストマスクは、感光性物質であるレジスト材料
を塗布した後、パターンを露光することで形成する。
【００５２】
上記パルスレーザ光の発振源としては、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ、エキシマ（ＡｒＦ、Ｋ
ｒＦ、ＸｅＣｌ）レーザ、ＣＯ２レーザ、ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ
、ＹＡｌＯ３レーザ、ＧｄＶＯ４レーザ、Ｙ２Ｏ３レーザ、ルビーレーザ、アレキサンド
ライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、銅蒸気レーザ、金蒸気レーザ等を用いることが
できる。
【００５３】
パルスレーザ光１３２の波長は、島状半導体層１２０に吸収される波長とする必要がある
。その波長は、パルスレーザ光の表皮深さ（ｓｋｉｎ　ｄｅｐｔｈ）などを考慮して決定
すればよい。例えば、２５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の範囲とすることができる。また、
パルスレーザ光１３２の強度（エネルギー密度）は、パルスレーザ光１３２の波長、パル
スレーザ光の表皮深さ、単結晶半導体層１１８の膜厚などを考慮して決定することができ
る。例えば、３００ｍＪ／ｃｍ２以上８００ｍＪ／ｃｍ２以下のエネルギー密度の範囲と
することができる。なお、上記エネルギー密度の範囲は、パルス発振レーザとしてＸｅＣ
ｌエキシマレーザ（波長：３０８ｎｍ）を用いた場合の一例である。
【００５４】
パルスレーザ光１３２の照射は、真空又は減圧雰囲気で行うことが好ましい。真空又は減
圧雰囲気で行うことにより、気体を媒質とする熱伝導を抑制することができるため、島状
半導体層１２０表面の平坦性をより一層向上することができる。特に、開示に係る発明に
おいては、島状半導体層１２０が相互に及ぼし合う熱の影響は決して小さいものではない
から、真空又は減圧雰囲気におけるパルスレーザ光の照射は極めて有効であると言える。
なお、熱伝導を抑制するという観点からは、真空度は高いことが好ましい。例えば、５０
Ｐａ以下（好ましくは５×１０－１Ｐａ以下、より好ましくは５×１０－３Ｐａ以下）と
することができる。
【００５５】
真空又は減圧雰囲気に代えて、窒素やアルゴンのような不活性雰囲気で行う構成としても
良い。不活性雰囲気中でパルスレーザ光１３２を照射するには、気密性のあるチャンバー
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内でパルスレーザ光１３２を照射し、このチャンバー内の雰囲気を制御すればよい。チャ
ンバーを用いない場合は、パルスレーザ光１３２の被照射面に窒素ガスなどの不活性ガス
を吹き付けることで、不活性雰囲気を形成することもできる。窒素などの不活性雰囲気で
行う場合には、大気雰囲気で行う場合よりも島状半導体層１２０の平坦性を向上させる効
果は高い。
【００５６】
ここで、単結晶半導体層１１８を島状半導体層１２０に分離してパルスレーザ光１３２を
照射する理由について、図３及び４を用いて説明する。
【００５７】
図３は、多結晶半導体層を形成する場合などにおいて好んで用いられる矩形状パルスレー
ザ光（線状パルスレーザ光とも言う。）の短辺方向のプロファイル（図３（Ａ））及び当
該パルスレーザ光を上記単結晶半導体層１１８のような単結晶半導体層（分離していない
単結晶半導体層）に対して照射した場合のパルスレーザ光照射後の半導体層の状態（図３
（Ｂ）、（Ｃ））について示すものである。ここで、図３（Ｂ）は図３（Ｃ）のＡ－Ｂに
おける断面に対応している。なお、図３（Ｂ）、（Ｃ）においては、絶縁層３００上に単
結晶半導体層３０２を設けた構造を示している。
【００５８】
本件発明者の研究により、単結晶半導体層の欠陥を低減するためのパルスレーザ光の照射
強度は、パルスレーザ光の照射による単結晶半導体層の溶融状態が、部分溶融状態、又は
部分溶融状態と完全溶融状態の境界付近の状態（以下、「初期の完全溶融状態」と呼ぶ。
）となるようにすることが好ましいこと分かっている。「初期の完全溶融状態」以外の完
全溶融状態とする場合には、液体となった後の無秩序な核発生により微結晶化し、結晶性
が低下する可能性が高いためである。ここで、部分溶融状態とは、この場合、単結晶半導
体層の上部は溶融して液体となるが、下部は溶融せずに固体のままであることをいう。他
方、完全溶融状態とは、単結晶半導体層が下部絶縁層との界面まで溶融され、液体状態に
なることをいう。
【００５９】
一方で、部分溶融状態とする場合には、溶融されていない固体の領域から結晶成長が進行
するため、結晶性を保ったまま欠陥を低減することができる。また、「初期の完全溶融状
態」とする場合には、下方への熱の拡散により、単結晶半導体層と下部絶縁層との界面付
近から固化し、これを種結晶として、再度の単結晶化を進行させることができる。「初期
の完全溶融状態」においては、原子の配列が完全にランダムになっているわけではなく、
特に、温度上昇が小さい下部絶縁層との界面付近においては、原子配列は固体状態の単結
晶半導体層のものと相違がない。このため、下部絶縁層との界面付近からの固化により、
結晶性を低下させることなく欠陥を低減することができるものと考えられる。または、下
部絶縁層との界面付近において、溶融していない固体が僅かに残存しており、これを種結
晶として結晶成長が進行している可能性もある。
【００６０】
図３（Ａ）は、パルスレーザ光のプロファイルを示すものであるが、ここで、Ｉｔｈは単
結晶半導体層３０２（図３（Ｂ）、（Ｃ）参照）の溶融状態が変化するしきい値強度を示
している。具体的には、しきい値Ｉｔｈ未満の強度において、単結晶半導体層３０２は非
溶融状態となり、しきい値Ｉｔｈ以上の強度において部分溶融状態となる。すなわち、図
３（Ａ）の実線で示すパルスレーザ光の照射時には、図３（Ｂ）、（Ｃ）に示す単結晶半
導体層３０２の領域ａの少なくとも表面付近は液体状態となる。一方で、単結晶半導体層
の領域ｂは固体状態のままである。
【００６１】
このように、「固体状態と液体状態の境界」が存在する場合には、その境界付近で歪みが
生じやすくなる。つまり、その境界付近において単結晶半導体層３０２の表面には凹凸が
生じやすくなる。このような表面凹凸を低減するための方法としては、例えば、僅かに照
射領域をずらしてパルスレーザ光を照射する方法を挙げることができる。
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【００６２】
ここで、僅かに照射領域をずらしてパルスレーザ光を照射する場合について考察する。図
３（Ａ）において、実線で示されるプロファイルは、ある時点で照射されるパルスレーザ
光（以下、第１パルスレーザ光と呼ぶ。）を示すものであり、点線で示されるプロファイ
ルは、その直後に照射されるパルスレーザ光（以下、第２パルスレーザ光と呼ぶ。）を示
すものである。
【００６３】
図３（Ａ）の場合のように、第１パルスレーザ光の照射後に僅かに照射領域をずらして第
２パルスレーザ光を照射する場合には、第１パルスレーザ光の照射時における「固体状態
と液体状態の境界」と第２パルスレーザ光の照射時における「固体状態と液体状態の境界
」が僅かにずれることになるため、表面凹凸が形成される領域も僅かにずれることになる
。また、第１パルスレーザ光の照射により表面凹凸が形成された領域に照射される第２パ
ルスレーザ光の強度は、第１パルスレーザ光による表面凹凸形成時の強度より大きいか、
又は小さいものとなる。
【００６４】
つまり、このような場合、第１パルスレーザ光によって表面凹凸が形成された領域には、
表面凹凸が形成されない強度の第２パルスレーザ光が照射されることになる。これを利用
することにより、第１パルスレーザ光によって形成された表面凹凸を低減することが可能
になるのである。
【００６５】
しかしながら、このような方法により表面凹凸の低減を図る場合には、第２パルスレーザ
光の対象領域に照射される光強度が、第１パルスレーザ光によって形成された表面凹凸を
低減することができる程度の強度であることが必要となる。このため、第１パルスレーザ
光と第２パルスレーザ光との重ね合わせ量（いわゆるオーバーラップ率）は自ずと限定さ
れてしまう。つまり、一定以上の重ね合わせ量を持たせてパルスレーザ光を照射せざるを
得ず、スループットの面で問題が生じる。
【００６６】
また、第１パルスレーザ光により形成された表面凹凸が、第２パルスレーザ光により完全
に平坦化されるとは限らない。特に、表面凹凸の形成時より弱い強度が照射される状況で
は、表面凹凸の十分な低減は困難であるとも言える。
【００６７】
次に、図４に示す場合を考える。図４は、絶縁層４００上に形成された単結晶半導体層を
島状に分離して、該分離した島状半導体層４０２に対してパルスレーザ光を照射する場合
を示すものである。この際に用いるパルスレーザ光は、島状半導体層４０２の形状に合わ
せたプロファイルを有している（図４（Ａ）参照）。具体的には、島状半導体層４０２に
おいて、「固体状態と液体状態の境界」が生じないようにパルスレーザ光が成形されてい
る。なお、図４（Ａ）においては、単結晶半導体層を矩形状の島状半導体層４０２に分離
し、該矩形状の島状半導体層４０２全面に、しきい値Ｉｔｈ以上の強度を有するパルスレ
ーザ光が照射される場合について示している。ここでは、島状半導体層４０２の形状を矩
形状としているが、これに限定されず、その形状を任意に決定することができる。例えば
、円状にしても良いし、五角形や六角形などの形状としても良い。その際には、パルスレ
ーザ光のプロファイルも島状半導体層の形状に合わせて変更することが好ましい。
【００６８】
このように、島状半導体層４０２の全面にしきい値Ｉｔｈ以上の強度を有するパルスレー
ザ光を照射することで、「固体状態と液体状態の境界」が生じないようにレーザ処理を行
うことが出来る。これにより、単結晶半導体層表面に凹凸が形成されずに済むため、多数
のパルスレーザ光を照射する必要がなく、パルスレーザ処理のスループットが大きく向上
する。なお、「固体状態と液体状態の境界」は、パルスレーザ光の端部の照射により生じ
るものであるから、単に「パルスレーザ光の端部を照射しない」とか「パルスレーザ光の
中央部を照射する」のように言い換えることもできる。
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【００６９】
上述のようにパルスレーザ光１３２を照射した後には、島状半導体層１２２の膜厚を小さ
くする薄膜化工程を行っても良い。島状半導体層１２２の薄膜化には、ドライエッチング
またはウエットエッチングの一方、または双方を組み合わせたエッチング処理（エッチバ
ック処理）を適用すればよい。例えば、島状半導体層１２２がシリコン材料からなる層で
ある場合、ＳＦ６と０２をプロセスガスに用いたドライエッチング処理で、島状半導体層
１２２を薄くすることができる。以上により、薄い島状半導体層１２４を有する半導体基
板１５０を製造することができる（図２（Ｄ）参照）。
【００７０】
なお、本実施の形態においては、パルスレーザ光の照射により表面を平坦化等した後でエ
ッチング処理を行う構成を例に挙げているが、開示に係る発明はこれに限定して解釈され
るものではない。例えば、パルスレーザ光の照射前にエッチング処理を行ってもよい。こ
の場合には、エッチング処理により半導体層表面の凹凸や欠陥をある程度低減することが
できる。また、パルスレーザ光の照射前及び照射後の両方に上記処理を適用しても良い。
また、パルスレーザ光の照射と上記処理を交互に繰り返しても良い。このように、パルス
レーザ光の照射とエッチング処理を組み合わせて用いることにより、半導体層表面の凹凸
、欠陥等を著しく低減することができる。
【００７１】
また、パルスレーザ光１３２を照射する前、又はパルスレーザ光１３２を照射した後に、
ベース基板１００の耐熱温度以下における加熱処理を施しても良い。また、上述のエッチ
ング処理や加熱処理などに加えて、又は代えて、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａ
ｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）などの平坦化処理を施しても良い。
【００７２】
また、本実施の形態においては、ベース基板上に単結晶半導体層を形成し、その後パター
ニングする工程について示しているが、開示に係る発明はこれに限定されるものではない
。例えば、単結晶半導体基板をパターニングして凹部（溝部）を形成しておき、この単結
晶半導体基板をベース基板に貼り合わせることで、ベース基板に複数の島状半導体層を形
成しても良い。この場合、図１（Ｃ）に示す工程と図１（Ｄ）に示す工程の間に単結晶半
導体基板をパターニングする工程を加えればよい。もちろん、この場合には、図２（Ａ）
に示すパターニング工程は不要である。
【００７３】
なお、本明細書において示した島状半導体層へのパルスレーザ光の照射工程は、単結晶半
導体に対して用いることに限定されず、例えば、非晶質半導体や微結晶半導体に対してパ
ルスレーザ光を照射する場合であっても適用が可能である。この場合には、本実施の形態
において示したように、島状半導体層を形成した後、該島状半導体層の全面を覆うように
パルスレーザ光を照射すればよい。
【００７４】
開示に係る発明の一態様では、島状半導体層の形状等に合わせてパルスレーザ光を成形し
ている。又はパルスレーザ光の照射領域に合わせて半導体層をパターニングしている。こ
れにより、パルスレーザ光の中央領域が照射され、パルスレーザ光の端部が半導体層に照
射されないため、パルスレーザ光端部（すなわち「固体状態と液体状態の境界」が生じ得
る領域）の照射に起因する表面凹凸を抑制し、平坦性の高い半導体層を有する半導体基板
を提供することができる。また、表面凹凸を抑制するために多数のパルスを照射する必要
がなくなるため、半導体基板の製造に係る効率を向上することができる。
【００７５】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１において示した半導体基板の製造方法における、島状半
導体層とパルスレーザ光の照射領域との関係について図５を参照して説明する。なお、図
５においては、矩形状の半導体層及び矩形状のパルスレーザ光（面状のパルスレーザ光）
を用いる場合について説明するが、開示に係る発明の一態様はこれに限定されるものでは
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ない。
【００７６】
図５（Ａ）は、ベース基板５００上に形成された一の島状半導体層５０２に対して、一の
パルスレーザ光を照射する場合について示している。ここで、パルスレーザ光の照射領域
は、領域５０４（図５（Ａ）における破線で示す領域）により示される。なお、パルスレ
ーザ光の照射領域とは、実施の形態１におけるしきい値Ｉｔｈ以上の強度を有するパルス
レーザ光が照射される領域を言うものとする。ここで、図５（Ａ）における破線上では、
パルスレーザ光の強度がＩｔｈとなる。
【００７７】
島状半導体層５０２の配置（島状半導体層５０２の大きさや、島状半導体層５０２同士の
間隔など）については特に限定されないが、少なくとも、パルスレーザ光の照射の際に、
表面凹凸が形成される領域（すなわち、破線付近の領域）が照射されない配置であること
が求められる。このような島状半導体層５０２の配置としては、例えば、島状半導体層５
０２同士の間隔を１μｍ以上（好ましくは５０μｍ以上、より好ましくは２００μｍ以上
）とする構成を挙げることができる。なお、図５（Ａ）においては、島状半導体層５０２
をその一辺が１ｍｍの正方形状とし、パルスレーザ光の照射領域をその一辺が１．２ｍｍ
の正方形状とした場合について示しているが、開示に係る発明の一態様はこれに限定され
ない。
【００７８】
図５（Ｂ）は、ベース基板５１０上に形成された四つの島状半導体層５１２に対して、一
のパルスレーザ光を照射する場合について示している。ここで、パルスレーザ光の照射領
域は、領域５１４（図５（Ｂ）における破線で示す領域）により示される。なお、パルス
レーザ光の照射領域の定義は、図５（Ａ）の場合と同様である。
【００７９】
あらかじめ、素子のサイズに切り分けてからパルスレーザ光を照射する場合には、図５（
Ｂ）に示すような構成を用いることも可能である。この場合、一のパルスレーザ光が照射
される領域における四つの島状半導体層５１２相互の間隔は十分に小さいものであっても
良い。例えば、１μｍ程度の間隔とすることもできる。なお、図５（Ｂ）においては、島
状半導体層５１２をその一辺が０．５５ｍｍの正方形状とし、パルスレーザ光の照射領域
をその一辺が１．２ｍｍの正方形状とした場合について示しているが、開示に係る発明の
一態様はこれに限定されない。
【００８０】
本実施の形態は、実施の形態１と適宜組み合わせて用いることができる。
【００８１】
（実施の形態３）
本実施の形態では、半導体基板の製造方法に用いることができる評価方法について、図６
乃至９を参照して説明する。はじめに、図６及び７を参照して、半導体層に照射した参照
光の反射率が半導体層の溶融状態に応じて変化する様子及びこの性質を利用した半導体層
の評価方法について示す。なお、図６及び７における説明では簡単のため、パルスレーザ
光の照射時間（パルス幅）や照射パルス数を一定にして、パルスレーザ光の照射強度のみ
を変化させた場合について示す。
【００８２】
図６において、半導体層６１６は絶縁層６１２上に形成されており、絶縁層６１２はベー
ス基板６００上に形成されている。なお、半導体層６１６を溶融させるためのパルスレー
ザ光６４０は半導体層６１６の上方から照射される。
【００８３】
参照光６５０は、パルスレーザ光６４０が照射される面とは反対の面、すなわち、図中下
方（裏面）から照射される。ここで、参照光６５０は半導体層６１６の溶融状態を判断す
るためのものであるから、少なくともその一部が半導体層６１６にまで到達する必要があ
る。すなわち、参照光６５０は、ベース基板６００及び絶縁層６１２を透過する波長の光
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とする。具体的には、例えば、ベース基板としてガラス基板を用いる場合には、２００ｎ
ｍ以上の波長の光を選択することが好ましい。なお、本実施の形態においては、参照光６
５０を裏面から照射する場合について説明しているが、表面から照射する構成としても良
い。
【００８４】
図６（Ａ）はパルスレーザ光６４０の照射強度が小さく、半導体層６１６が非溶融状態に
ある場合を示している。参照光６５０が図中下方から照射されると、一部は半導体層６１
６を透過し、他の一部は半導体層６１６などの界面において反射され、反射光６５２とな
る。そして、照射した参照光６５０の強度と、反射光６５２の強度の比から、反射率を算
出することができる。なお、図６（Ａ）においては簡単のため、半導体層６１６と絶縁層
６１２との界面における反射のみを図示しているが、実際の反射光にはその他の界面等か
らの反射が含まれている。
【００８５】
図６（Ｂ）には、パルスレーザ光６４０の照射強度が比較的大きく、半導体層６１６の一
部が溶融状態となっている場合（部分溶融状態となっている場合）を示す。この場合には
、参照光６５０の大部分が、溶融状態となっている半導体層６１６ａと固体の（溶融して
いない）半導体層６１６ｂとの界面において反射されるため、図６（Ａ）の場合と比較し
て反射光６５２の強度（反射率）は増大することになる。
【００８６】
ここで、参照光６５０の波長として、固体の半導体層６１６ｂに一定程度吸収される波長
を選択した場合には、固体の半導体層６１６ｂの厚さに依存して反射光６５２の強度が変
化することになる。例えば、半導体層６１６ａが非常に薄い場合（半導体層６１６の表面
のごく一部のみが溶融状態となっている場合）には、半導体層６１６ａが厚い場合（半導
体層の多くの部分が溶融状態となっている場合）と比較して半導体層６１６ｂにおける参
照光６５０の吸収が大きくなるため、反射光６５２の強度は小さいものとなる。これは、
半導体層６１６の溶融状態に依存して反射光６５２の強度が変化することを意味している
。
【００８７】
上記の性質を利用することにより、部分溶融状態の詳細な評価が可能になる。この場合、
参照光６５０の波長の選択が問題となるが、少なくとも一部が半導体層６１６ｂに吸収さ
れる波長であれば良いため、例えば、半導体層として単結晶シリコン半導体層を用いる場
合には、８００ｎｍ以下の波長を選択することができる。波長の下限は、光の侵入長と半
導体層との膜厚を考慮して決定すればよいが、例えば、半導体層６１６の厚みが１００ｎ
ｍ程度であるならば、少なくとも３００ｎｍ以上の波長を選択することが好ましいと言え
る。また、参照光６５０を用いて溶融状態を評価するのであるから、参照光６５０の強度
は溶融状態に大きな影響を与えない（溶融状態を実質的に変化させない）程度とすること
が重要である。
【００８８】
図７（Ａ）には、パルスレーザ光６４０の照射強度が十分に大きく、半導体層６１６全体
が溶融状態となっている場合（完全溶融状態となっている場合）を示す。この場合には、
図６（Ｂ）の場合のように、溶融していない半導体層（固体の半導体層）による吸収が存
在しないため、反射光６５２の強度は図６（Ａ）、（Ｂ）の場合と比較して大きくなる。
なお、この状態においては、パルスレーザ光６４０の照射強度の変化に対して、反射光６
５２の強度の変化は極めて小さいと言える。
【００８９】
図７（Ｂ）に、パルスレーザ光６４０の照射強度と、参照光６５０及び反射光６５２から
算出した反射率との関係を模式的に示す。ここで、グラフの横軸はパルスレーザ光６４０
の照射強度Ｉであり、縦軸は反射率Ｒである。上述のように、パルスレーザ光６４０の照
射強度が小さい場合には、半導体層６１６は非溶融状態であるため、反射率は他の状態と
比較して小さい（反射率：Ｒ０）。なお、非溶融状態では、反射率は、パルスレーザ光６
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４０の照射強度にかかわらず概ね一定である。
【００９０】
パルスレーザ光６４０の照射強度が徐々に大きくなり、Ｉ１で示される値に達した場合に
は、半導体層６１６の表面が溶融する。この際、溶融状態の半導体層６１６ａ表面（界面
）での反射が生じるため、反射率は急激に増大する（反射率：Ｒ１）。さらに、パルスレ
ーザ光６４０の照射強度を大きくすると、半導体層６１６が溶融状態となる領域が大きく
なり、非溶融状態である領域が小さくなるため、パルスレーザ光６４０の照射強度に依存
して反射率が増大することになる。そして、さらにパルスレーザ光６４０の照射強度を大
きくしていくと、Ｉ２で示される値において、反射率が飽和する。
【００９１】
以上、まとめると次のようになる。
・半導体層のパルスレーザ光が照射される面とは反対の面に参照光を照射して、その反射
率を観測する。
・第１の反射率（Ｒ１）と第２の反射率（Ｒ２）を基準とする。
・第１の反射率（Ｒ１）：パルスレーザ光の照射強度と反射率との関係を示すグラフにお
いて、反射率が急激に増大する反射率である。すなわち、半導体層の表面のみが溶融状態
にある場合の反射率である。
・第２の反射率（Ｒ２）：パルスレーザ光の照射強度と反射率との関係を示すグラフにお
いて、反射率が飽和する反射率である。すなわち、半導体層の略全体（表面から裏面まで
）が溶融状態にある場合の反射率である。
・反射率が第１の反射率未満である場合：半導体層が非溶融状態にあると判断される。
・反射率が第１の反射率以上、第２の反射率未満である場合：半導体層が部分溶融状態に
あると判断される。
・反射率が第２の反射率以上である場合：半導体層が完全溶融状態にあると判断される。
【００９２】
このように、反射率を観測することにより、半導体層の溶融状態を評価することができる
。本実施の形態の構成では反射率のみを観測すればよいため、きわめて簡便に半導体層の
溶融状態を評価することができる。
【００９３】
次に、図８を用いて、パルスレーザ光により半導体層を溶融させる場合における溶融状態
の評価方法を説明する。なお、ここでは説明の便宜上、パルス発振の発振周波数が極めて
高く、パルスレーザ光を照射している間の半導体層の冷却について、実質的に無視するこ
とができる状況を想定して説明することとする。
【００９４】
図８（Ａ）は、パルスレーザ光の強度と時間の関係を示す図である。図８（Ｂ）は、参照
光の反射率と時間の関係を示す図である。図８（Ａ）の時間軸と、図８（Ｂ）の時間軸は
対応しており、時間ｔ１、時間ｔ２、時間ｔ３、時間ｔ４、時間ｔ５においてパルスレー
ザ光の強度がピークを有している。
【００９５】
図８において、一パルスの強度は、部分溶融となる強度Ｉ１を僅かに下回っており、最初
のパルスが照射される時間ｔ１において、半導体層は溶融しない。このため、時間ｔ１に
おいては、反射率はＲ０から変化しない。その後、２番目のパルスが照射される時間ｔ２
において半導体層は溶融（部分溶融）し、反射率がＲ１を超えることになる。そして３番
目のパルスが照射される時間ｔ３において、さらに溶融が進行し、残存する非溶融状態の
半導体層が減少する。
【００９６】
４番目のパルスが照射される時間ｔ４において、半導体層は完全溶融し、反射率がＲ２に
達する。その後、５番目のパルスが照射される時間ｔ５においては、反射率は飽和してお
り、反射率はＲ２から変化しない。なお、ここでは冷却（固化）による反射率の変化につ
いては示していないが、これはあくまで模式図であり、実際には冷却による反射率の変化
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を伴う。
【００９７】
なお、図８において、パルスレーザ光の強度はＩ１を僅かに下回っているが、これは説明
の便宜のためであり、パルスレーザ光の強度は任意で構わない。例えば、パルスレーザ光
の強度をＩ１以上としても全く問題はない。パルスレーザ光の強度はその目的にあわせて
適宜設定することができる。
【００９８】
以上、まとめると次のようになる。
・半導体層のパルスレーザ光が照射される面とは反対の面に参照光を照射して、その反射
率の経時変化を観測する。
・反射率が変化しない段階：半導体層が非溶融状態にあると判断される。
・反射率が変化する段階：半導体層が部分溶融状態にあると判断される。
・反射率が飽和した段階：半導体層が完全溶融状態にあると判断される。
【００９９】
なお、パルスレーザ光の強度をＩ１より大きく設定した場合には、最初のパルスが照射さ
れた段階で半導体層が部分溶融状態となるため、上記の「反射率が変化しない段階」は存
在しないことになる。また、パルスレーザ光の強度をＩ２より大きく設定した場合には、
最初のパルスが照射された段階で半導体層が完全溶融状態となるため、上記の「反射率が
変化しない段階」及び「反射率が変化する段階」は存在しないことになる。したがって、
これらの場合を考慮して半導体層の溶融状態を評価すればよい。
【０１００】
このように、反射率を観測することにより、半導体層の溶融状態を評価することができる
。本実施の形態の構成では反射率のみを観測すればよいため、きわめて簡便に半導体層の
溶融状態を評価することができる。
【０１０１】
なお、現実には、図８（Ａ）のように安定した強度でパルス発振させることは難しい。し
たがって、パルスレーザ光を照射しながら、半導体層が所望の溶融状態であるか否かによ
って照射パルス数、照射時間、照射強度などを適宜調節することが好ましいと言える。
【０１０２】
次に、図９を用いて、パルスレーザ光により半導体層を溶融させる場合における評価方法
の別の例について説明する。なお、ここではパルス発振の発振周波数が低く、一パルスの
照射により加熱された半導体層が、次の一パルスを照射するまでの間に冷却されてしまう
状況、すなわち、熱の蓄積がない状況を想定して説明することとする。
【０１０３】
図９（Ａ）は、パルスレーザ光の強度と時間の関係を示す図である。図９（Ｂ）は、参照
光の反射率と時間の関係を示す図である。図９（Ａ）の時間軸と、図９（Ｂ）の時間軸は
対応しており、時間ｔ１’、時間ｔ２’においてパルスレーザ光の強度がピークを有して
いる。
【０１０４】
図９（Ａ）において、目的のパルスレーザ光の強度をＩ’にて示す。上述のように、現実
のパルスレーザ光ではその強度を安定させることは困難であるから、目的のパルスレーザ
光の強度Ｉ’が決定している場合であっても、目的のパルスレーザ光の強度Ｉ’に対して
現実のパルスレーザ光の強度が小さくなる場合や大きくなる場合が生じ得る。例えば、時
間ｔ１’においては、現実のパルスレーザ光の強度は目的のパルスレーザ光の強度Ｉ’を
下回っている。
【０１０５】
このように、所望の強度が得られていない場合には、半導体層も所望の溶融状態には達し
ていないと考えられるから、このままでは欠陥の低減が不十分であり、半導体層の特性は
低いものとなってしまう。この問題を解消するための一例としては、多数のパルスレーザ
光を半導体層に照射して、パルス毎の強度ぶれの影響を低減する方法がある。しかしなが
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ら、この方法は最初の一パルスにて所望の溶融状態が得られた場合であっても一律に多数
のパルスレーザ光を照射することになるから、スループットの面で問題がある。また、多
数のパルスを無駄に発振することになるから、レーザ発振器の寿命という点からも好まし
くない。
【０１０６】
ここでは、上記の問題を解消するために、半導体層の溶融状態を評価する。より具体的に
は、パルスレーザ光の照射毎に所望の溶融状態に達したか否かを評価する。これにより、
半導体層の溶融状態の評価にあわせてパルスレーザ光の照射処理の継続の要否を決定する
ことができるため、スループットを向上させることができる。また、レーザ発振器の寿命
を延ばすことにもつながる。
【０１０７】
具体的な評価方法は以下の通りである。
【０１０８】
はじめに、目的の溶融状態を決定し、目的の溶融状態に対応する「目的の反射率（Ｒ’）
」を決定する。当該決定の際には、上述した評価方法を用いることもできる。
【０１０９】
次に、パルスレーザ光を照射した際の反射率の経時変化を測定する。例えば、図９におい
て、最初のパルスが照射される時間ｔ１’における反射率（最大値）は、目的の反射率（
Ｒ’）未満となっている。この場合には、所望の溶融状態には達していないものと判断す
る。その後、２番目のパルスが照射される時間ｔ２’における反射率（最大値）が目的の
反射率（Ｒ’）に達している、この場合には所望の溶融状態に達していると判断する。な
お、目的の反射率（Ｒ’）以上となる一定範囲では、所望の溶融状態に達していると判断
しても構わない。一定範囲の具体例としては、例えば、「目的の反射率（Ｒ’）以上第２
の反射率（Ｒ２）以下」とすることができる。
【０１１０】
なお、図９においては示していないが、反射率が上記の一定範囲を超えた場合には、所望
の溶融状態を超えたものと判断することができる。例えば、一定範囲を「目的の反射率（
Ｒ’）以上第２の反射率（Ｒ２）以下」として、反射率が当該一定範囲を超えた場合には
、所望の溶融状態を超えたものと判断することができる。なお、第２の反射率（Ｒ２）を
超える状況では微結晶化が進行し、単結晶半導体としては好ましくない。
【０１１１】
以上、まとめると次のようになる。
・半導体層のパルスレーザ光が照射される面とは反対の面に参照光を照射して、その反射
率の経時変化を観測する。
・目的の反射率（Ｒ’）を基準とする。
・目的の反射率（Ｒ’）：目的の強度のパルスレーザ光が照射された場合の反射率（の最
大値）である。
・反射率の最大値が目的の反射率未満である場合：半導体層が所望の溶融状態に達してい
ないと判断される。
・反射率の最大値が目的の反射率以上の一定範囲にある場合：半導体層が所望の溶融状態
に達したと判断される。
・反射率の最大値が一定範囲を超えた場合：半導体層が所望の溶融状態を超える溶融状態
に達したと判断される。
【０１１２】
なお、所望の溶融状態に達したと判断された場合には、該当する照射領域におけるパルス
レーザ光の照射処理は完了したものとみなすことができる。したがって、その後、基板又
は光学系を移動させて別の領域に対してパルスレーザ光を照射しても良いし、他にパルス
レーザ光の照射処理を施す必要がない場合などにはパルスレーザ光の発振を停止しても良
い。また、所望の溶融状態を超える溶融状態に達したと判断された場合には、該当する領
域の半導体層を半導体素子等に使用しない構成とすると良い。なお、該当する領域を修復
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する手段がある場合には、修復させて利用する構成としても良い。このような修復手段と
しては、例えば、所望の反射率が得られるまでパルスレーザ光を照射して修復する方法が
ある。
【０１１３】
このように、反射率を観測することにより、半導体層の溶融状態を評価することができる
。本実施の形態の構成では反射率のみを観測すればよいため、きわめて簡便に半導体層の
溶融状態を評価することができる。また、半導体層の評価にあわせてパルスレーザ光の照
射処理の継続の要否を決定することができるため、半導体層の特性を向上しつつ、スルー
プットを向上させることができる。また、レーザ発振器の寿命を延ばすことにつながるた
め、結果として良好な半導体層を低いコストで作製することができるようになる。
【０１１４】
なお、本実施の形態においては、評価の目的やパルスレーザ光の照射条件が異なる場合な
どにあわせていくつかの評価方法を提案したが、半導体層の評価方法はこれに限定されな
い。上記評価方法を適宜組み合わせて用いることもできる。
【０１１５】
本実施の形態は、実施の形態１又は２と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１１６】
（実施の形態４）
本実施の形態では、図１０乃至１２を参照して、上述の半導体基板を用いた半導体装置の
作製方法について説明する。ここでは、半導体装置の一例として複数のトランジスタから
なる半導体装置の作製方法について説明することとする。なお、以下において示すトラン
ジスタを組み合わせて用いることで、様々な半導体装置を形成することができる。
【０１１７】
図１０（Ａ）は、実施の形態１により作製した半導体基板の断面図である。ただし、本実
施の形態においては、実施の形態１における絶縁層１１６を２層構造とした場合について
示すこととする。
【０１１８】
半導体層１０００（実施の形態１における島状半導体層１２４に対応）には、ＴＦＴのし
きい値電圧を制御するために、硼素、アルミニウム、ガリウムなどのｐ型不純物、若しく
はリン、砒素などのｎ型不純物を添加しても良い。不純物を添加する領域、および添加す
る不純物の種類は、適宜変更することができる。例えば、ｎチャネル型ＴＦＴの形成領域
にはｐ型不純物を添加し、ｐチャネル型ＴＦＴの形成領域にｎ型不純物を添加することが
できる。上述の不純物を添加する際には、ドーズ量が１×１０１５／ｃｍ２以上１×１０
１７／ｃｍ２以下程度となるように行えばよい。その後、半導体層１０００を島状に分離
して、半導体層１００２、及び半導体層１００４を形成する（図１０（Ｂ）参照）。
【０１１９】
次に、半導体層１００２と半導体層１００４を覆うように、ゲート絶縁層１００６を形成
する（図１０（Ｃ）参照）。ここでは、プラズマＣＶＤ法を用いて、酸化珪素膜を単層で
形成することとする。その他にも、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、窒化珪素、酸化ハフニ
ウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル等を含む膜を、単層構造又は積層構造で形成する
ことによりゲート絶縁層１００６としても良い。
【０１２０】
プラズマＣＶＤ法以外の作製方法としては、スパッタリング法や、高密度プラズマ処理に
よる酸化または窒化による方法が挙げられる。高密度プラズマ処理は、例えば、ヘリウム
、アルゴン、クリプトン、キセノンなどの希ガスと、酸素、酸化窒素、アンモニア、窒素
、水素などガスの混合ガスを用いて行う。この場合、プラズマの励起をマイクロ波の導入
により行うことで、低電子温度で高密度のプラズマを生成することができる。このような
高密度のプラズマで生成された酸素ラジカル（ＯＨラジカルを含む場合もある）や窒素ラ
ジカル（ＮＨラジカルを含む場合もある）によって、半導体層の表面を酸化または窒化す
ることにより、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下、望ましくは２ｎｍ以上１０ｎｍ以下の絶縁層を
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半導体層に接するように形成する。
【０１２１】
上述した高密度プラズマ処理による半導体層の酸化または窒化は固相反応であるため、ゲ
ート絶縁層１００６と半導体層１００２及び半導体層１００４との界面準位密度をきわめ
て低くすることができる。また、高密度プラズマ処理により半導体層を直接酸化または窒
化することで、形成される絶縁層の厚さのばらつきを抑えることが出来る。また、半導体
層が結晶性を有するため、高密度プラズマ処理を用いて半導体層の表面を固相反応で酸化
させる場合であっても、結晶粒界における不均一な酸化を抑え、均一性が良く、界面準位
密度の低いゲート絶縁層を形成することができる。このように、高密度プラズマ処理によ
り形成された絶縁層をトランジスタのゲート絶縁層の一部または全部に用いることで、特
性のばらつきを抑制することができる。
【０１２２】
プラズマ処理による絶縁層の作製方法のより具体的な一例について説明する。亜酸化窒素
（Ｎ２Ｏ）を、アルゴン（Ａｒ）を用いて１倍以上３倍以下（流量比）に希釈し、１０Ｐ
ａ以上３０Ｐａ以下の圧力下で３ｋＷ以上５ｋＷ以下のマイクロ波（２．４５ＧＨｚ）電
力を印加して、半導体層１００２と半導体層１００４の表面を酸化または窒化させる。こ
の処理により１ｎｍ以上１０ｎｍ以下（好ましくは２ｎｍ以上６ｎｍ以下）のゲート絶縁
層１００６の下層を形成する。さらに、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）とシラン（ＳｉＨ４）を導
入し、１０Ｐａ以上３０Ｐａ以下の圧力下で３ｋＷ以上５ｋＷ以下のマイクロ波（２．４
５ＧＨｚ）電力を印加して気相成長法により酸化窒化シリコン膜を形成し、ゲート絶縁層
１００６の上層とする。このように、固相反応と気相成長法を組み合わせてゲート絶縁層
１００６を形成することにより界面準位密度が低く絶縁耐圧の優れたゲート絶縁層１００
６を形成することができる。なお、この場合においてゲート絶縁層１００６は２層構造と
なる。
【０１２３】
或いは、半導体層１００２と半導体層１００４を熱酸化させることで、ゲート絶縁層１０
０６を形成するようにしても良い。このような熱酸化を用いる場合には、耐熱性の比較的
高いベース基板を用いることが好ましい。
【０１２４】
なお、水素を含むゲート絶縁層１００６を形成し、その後、３５０℃以上４５０℃以下の
温度による加熱処理を行うことで、ゲート絶縁層１００６中に含まれる水素を半導体層１
００２及び半導体層１００４中に拡散させるようにしても良い。この場合、ゲート絶縁層
１００６として、プラズマＣＶＤ法を用いた窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いる
ことができる。なお、プロセス温度は３５０℃以下とすると良い。このように、半導体層
１００２及び半導体層１００４に水素を供給することで、半導体層１００２中、半導体層
１００４中、ゲート絶縁層１００６と半導体層１００２の界面、及びゲート絶縁層１００
６と半導体層１００４の界面における欠陥を効果的に低減することができる。なお、この
処理を水素化と呼んでもよい。
【０１２５】
次に、ゲート絶縁層１００６上に導電層を形成した後、該導電層を所定の形状に加工（パ
ターニング）することで、半導体層１００２と半導体層１００４の上方に電極１００８を
形成する（図１０（Ｄ）参照）。導電層の形成にはＣＶＤ法、スパッタリング法等を用い
ることができる。導電層は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、
モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎ
ｂ）等の材料を用いて形成することができる。また、上記金属を主成分とする合金材料を
用いても良いし、上記金属を含む化合物を用いても良い。または、半導体に導電性を付与
する不純物元素をドーピングした多結晶珪素など、半導体材料を用いて形成しても良い。
【０１２６】
本実施の形態では電極１００８を単層の導電層で形成しているが、開示に係る発明の半導
体装置は該構成に限定されない。電極１００８は積層された複数の導電層で形成されてい
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ても良い。２層構造とする場合には、例えば、モリブデン膜、チタン膜、窒化チタン膜等
を下層に用い、上層にはアルミニウム膜などを用いればよい。３層構造の場合には、モリ
ブデン膜とアルミニウム膜とモリブデン膜の積層構造や、チタン膜とアルミニウム膜とチ
タン膜の積層構造などを採用するとよい。
【０１２７】
なお、電極１００８を形成する際に用いるマスクは、酸化珪素や窒化酸化珪素等の材料を
用いて形成してもよい。この場合、酸化珪素膜や窒化酸化珪素膜等をパターニングしてマ
スクを形成する工程が加わるが、レジスト材料と比較して、エッチング時におけるマスク
の膜減りが少ないため、より正確な形状の電極１００８を形成することができる。また、
マスクを用いずに、液滴吐出法を用いて選択的に電極１００８を形成しても良い。ここで
、液滴吐出法とは、所定の組成物を含む液滴を吐出または噴出することで所定のパターン
を形成する方法を意味し、インクジェット法などがその範疇に含まれる。
【０１２８】
また、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型プ
ラズマ）エッチング法を用い、エッチング条件（コイル型の電極層に印加される電力量、
基板側の電極層に印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節し、所望のテーパ
ー形状を有するように導電層をエッチングすることで、電極１００８を形成することもで
きる。また、テーパー形状は、マスクの形状によって制御することもできる。なお、エッ
チング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化珪素もしくは四塩化炭素などの塩素系ガス
、四弗化炭素、弗化硫黄もしくは弗化窒素などのフッ素系ガス又は酸素などを適宜用いる
ことができる。
【０１２９】
次に、電極１００８をマスクとして、一導電型を付与する不純物元素を半導体層１００２
、半導体層１００４に添加する（図１１（Ａ）参照）。本実施の形態では、半導体層１０
０２にｎ型を付与する不純物元素（例えばリンまたはヒ素）を、半導体層１００４にｐ型
を付与する不純物元素（例えばボロン）を添加する。なお、ｎ型を付与する不純物元素を
半導体層１００２に添加する際には、ｐ型の不純物が添加される半導体層１００４はマス
ク等で覆い、ｎ型を付与する不純物元素の添加が選択的に行われるようにする。また、ｐ
型を付与する不純物元素を半導体層１００４に添加する際には、ｎ型の不純物が添加され
る半導体層１００２はマスク等で覆い、ｐ型を付与する不純物元素の添加が選択的に行わ
れるようにする。又は、半導体層１００２及び半導体層１００４に、ｐ型を付与する不純
物元素又はｎ型を付与する不純物元素の一方を添加した後、一方の半導体層のみに、より
高い濃度でｐ型を付与する不純物元素又はｎ型を付与する不純物元素の他方を添加するよ
うにしても良い。上記不純物の添加により、半導体層１００２に不純物領域１０１０、半
導体層１００４に不純物領域１０１２が形成される。
【０１３０】
次に、電極１００８の側面にサイドウォール１０１４を形成する（図１１（Ｂ）参照）。
サイドウォール１０１４は、例えば、ゲート絶縁層１００６及び電極１００８を覆うよう
に新たに絶縁層を形成し、垂直方向を主体とした異方性エッチングにより、該絶縁層を部
分的にエッチングすることで形成することができる。なお、上記の異方性エッチングによ
り、ゲート絶縁層１００６を部分的にエッチングしても良い。サイドウォール１０１４を
形成するための絶縁層としては、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等により、珪素、
酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、有機材料などを含む膜を、単層構造
又は積層構造で形成すれば良い。本実施の形態では、膜厚１００ｎｍの酸化珪素膜をプラ
ズマＣＶＤ法によって形成する。また、エッチングガスとしては、ＣＨＦ３とヘリウムの
混合ガスを用いることができる。なお、サイドウォール１０１４を形成する工程は、これ
らに限定されるものではない。
【０１３１】
次に、ゲート絶縁層１００６、電極１００８及びサイドウォール１０１４をマスクとして
、半導体層１００２、半導体層１００４に一導電型を付与する不純物元素を添加する（図
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１１（Ｃ）参照）。なお、半導体層１００２、半導体層１００４には、それぞれ先の工程
で添加した不純物元素と同じ導電型の不純物元素をより高い濃度で添加する。なお、ｎ型
を付与する不純物元素を半導体層１００２に添加する際には、ｐ型の不純物が添加される
半導体層１００４はマスク等で覆い、ｎ型を付与する不純物元素の添加が選択的に行われ
るようにする。また、ｐ型を付与する不純物元素を半導体層１００４に添加する際には、
ｎ型の不純物が添加される半導体層１００２はマスク等で覆い、ｐ型を付与する不純物元
素の添加が選択的に行われるようにする。
【０１３２】
上記不純物元素の添加により、半導体層１００２に、一対の高濃度不純物領域１０１６と
、一対の低濃度不純物領域１０１８と、チャネル形成領域１０２０とが形成される。また
、上記不純物元素の添加により、半導体層１００４に、一対の高濃度不純物領域１０２２
と、一対の低濃度不純物領域１０２４と、チャネル形成領域１０２６とが形成される。高
濃度不純物領域１０１６、高濃度不純物領域１０２２はソース又はドレインとして機能し
、低濃度不純物領域１０１８、低濃度不純物領域１０２４はＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄ
ｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）領域として機能する。
【０１３３】
なお、半導体層１００２上に形成されたサイドウォール１０１４と、半導体層１００４上
に形成されたサイドウォール１０１４は、キャリアが移動する方向（いわゆるチャネル長
に平行な方向）の長さが同じになるように形成しても良いが、異なるように形成しても良
い。ｐチャネル型トランジスタとなる半導体層１００４上のサイドウォール１０１４の長
さは、ｎチャネル型トランジスタとなる半導体層１００２上のサイドウォール１０１４の
長さよりも大きくすると良い。なぜならば、ｐチャネル型トランジスタにおいてソース及
びドレインを形成するために注入されるボロンは拡散しやすく、短チャネル効果を誘起し
やすいためである。ｐチャネル型トランジスタにおいて、サイドウォール１０１４の長さ
をより大きくすることで、ソース及びドレインに高濃度のボロンを添加することが可能と
なり、ソース及びドレインを低抵抗化することができる。
【０１３４】
ソース及びドレインをさらに低抵抗化するために、半導体層１００２及び半導体層１００
４の一部をシリサイド化したシリサイド層を形成しても良い。シリサイド化は、半導体層
に金属を接触させ、加熱処理（例えば、ＧＲＴＡ法、ＬＲＴＡ法等）により、半導体層中
の珪素と金属とを反応させて行う。シリサイド層としては、コバルトシリサイド又はニッ
ケルシリサイドを用いれば良い。半導体層１００２や半導体層１００４が薄い場合には、
半導体層１００２、半導体層１００４の底部までシリサイド反応を進めても良い。シリサ
イド化に用いることができる金属材料としては、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、タ
ングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、Ｈ
ｆ（ハフニウム）、タンタル（Ｔａ）、バナジウム（Ｖ）、ネオジム（Ｎｂ）、クロム（
Ｃｒ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）等が挙げられる。また、レーザ光の照射など
によってもシリサイド層を形成することができる。
【０１３５】
上述の工程により、ｎチャネル型トランジスタ１０２８及びｐチャネル型トランジスタ１
０３０が形成される。なお、図１１（Ｃ）に示す段階では、ソース電極又はドレイン電極
として機能する導電層は形成されていないが、これらのソース電極又はドレイン電極とし
て機能する導電層を含めてトランジスタと呼ぶこともある。
【０１３６】
次に、ｎチャネル型トランジスタ１０２８、ｐチャネル型トランジスタ１０３０を覆うよ
うに絶縁層１０３２を形成する（図１１（Ｄ）参照）。絶縁層１０３２は必ずしも設ける
必要はないが、絶縁層１０３２を形成することで、アルカリ金属やアルカリ土類金属など
の不純物がｎチャネル型トランジスタ１０２８、ｐチャネル型トランジスタ１０３０に侵
入することを防止できる。具体的には、絶縁層１０３２を、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒
化珪素、窒化酸化珪素、窒化アルミニウム、酸化アルミニウムなどの材料を用いて形成す
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るのが望ましい。本実施の形態では、膜厚６００ｎｍ程度の窒化酸化珪素膜を、絶縁層１
０３２として用いる。この場合、上述の水素化の工程は、該窒化酸化珪素膜形成後に行っ
ても良い。なお、本実施の形態においては、絶縁層１０３２を単層構造としているが、積
層構造としても良いことはいうまでもない。例えば、２層構造とする場合には、酸化窒化
珪素膜と窒化酸化珪素膜との積層構造とすることができる。
【０１３７】
次に、ｎチャネル型トランジスタ１０２８、ｐチャネル型トランジスタ１０３０を覆うよ
うに、絶縁層１０３２上に絶縁層１０３４を形成する。絶縁層１０３４は、ポリイミド、
アクリル、ベンゾシクロブテン、ポリアミド、エポキシ等の、耐熱性を有する有機材料を
用いて形成するとよい。また、上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）、
シロキサン系樹脂、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、ＰＳＧ（リンガ
ラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）、アルミナ等を用いることもできる。ここで、シ
ロキサン系樹脂とは、シロキサン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ－Ｓｉ結合
を含む樹脂に相当する。シロキサン系樹脂は、置換基に水素の他、フッ素、アルキル基、
芳香族炭化水素から選ばれる一を有していても良い。なお、これらの材料で形成される絶
縁層を複数積層させることで、絶縁層１０３４を形成しても良い。
【０１３８】
絶縁層１０３４の形成には、その材料に応じて、ＣＶＤ法、スパッタ法、ＳＯＧ法、スピ
ンコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン印刷、
オフセット印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテンコーター、ナイフコー
ター等を用いることができる。
【０１３９】
次に、半導体層１００２と半導体層１００４の一部が露出するように絶縁層１０３２及び
絶縁層１０３４にコンタクトホールを形成する。そして、該コンタクトホールを介して半
導体層１００２と半導体層１００４に接する導電層１０３６、導電層１０３８を形成する
（図１２（Ａ）参照）。導電層１０３６及び導電層１０３８は、トランジスタのソース電
極又はドレイン電極として機能する。なお、本実施の形態においては、コンタクトホール
開口時のエッチングに用いるガスとしてＣＨＦ３とＨｅの混合ガスを用いたが、これに限
定されるものではない。
【０１４０】
導電層１０３６、導電層１０３８は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により形成すること
ができる。具体的には、導電層１０３６、導電層１０３８として、アルミニウム（Ａｌ）
、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）
、ネオジム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、珪素（Ｓｉ）等を用いることができる。また、上記材
料を主成分とする合金を用いても良いし、上記材料を含む化合物を用いても良い。また、
導電層１０３６、導電層１０３８は、単層構造としても良いし、積層構造としても良い。
【０１４１】
アルミニウムを主成分とする合金の例としては、アルミニウムを主成分として、ニッケル
を含むものを挙げることができる。また、アルミニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素
または珪素の一方または両方を含むものを挙げることができる。アルミニウムやアルミニ
ウムシリコン（Ａｌ－Ｓｉ）は抵抗値が低く、安価であるため、導電層１０３６、導電層
１０３８を形成する材料として適している。特に、アルミニウムシリコンは、パターニン
グの際のレジストベークによるヒロックの発生を抑制することができるため好ましい。ま
た、珪素の代わりに、アルミニウムに０．５％程度のＣｕを混入させた材料を用いても良
い。
【０１４２】
導電層１０３６、導電層１０３８を積層構造とする場合には、例えば、バリア膜とアルミ
ニウムシリコン膜とバリア膜の積層構造、バリア膜とアルミニウムシリコン膜と窒化チタ
ン膜とバリア膜の積層構造などを採用するとよい。なお、バリア膜とは、チタン、チタン
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の窒化物、モリブデンまたはモリブデンの窒化物などを用いて形成された膜である。バリ
ア膜の間にアルミニウムシリコン膜を挟むように導電層を形成すると、アルミニウムやア
ルミニウムシリコンのヒロックの発生をより一層防止することができる。また、還元性の
高い元素であるチタンを用いてバリア膜を形成すると、半導体層１００２と半導体層１０
０４上に薄い酸化膜が形成されていたとしても、バリア膜に含まれるチタンが該酸化膜を
還元し、導電層１０３６と半導体層１００２、及び導電層１０３８と半導体層１００４の
コンタクトを良好なものとすることができる。また、バリア膜を複数積層するようにして
用いても良い。その場合、例えば、導電層１０３６、導電層１０３８を、下層からチタン
、窒化チタン、アルミニウムシリコン、チタン、窒化チタンのように、５層構造又はそれ
以上の積層構造とすることもできる。
【０１４３】
また、導電層１０３６、導電層１０３８として、ＷＦ６ガスとＳｉＨ４ガスから化学気相
成長法で形成したタングステンシリサイドを用いても良い。また、ＷＦ６を水素還元して
形成したタングステンを、導電層１０３６、導電層１０３８として用いても良い。
【０１４４】
なお、導電層１０３６はｎチャネル型トランジスタ１０２８の高濃度不純物領域１０１６
に接続されている。導電層１０３８はｐチャネル型トランジスタ１０３０の高濃度不純物
領域１０２２に接続されている。
【０１４５】
図１２（Ｂ）に、図１２（Ａ）に示したｎチャネル型トランジスタ１０２８及びｐチャネ
ル型トランジスタ１０３０の平面図を示す。ここで、図１２（Ｂ）のＭ－Ｎにおける断面
が図１２（Ａ）に対応している。ただし、図１２（Ｂ）においては、簡単のため、導電層
１０３６、導電層１０３８、絶縁層１０３２、絶縁層１０３４等を省略している。
【０１４６】
なお、本実施の形態においては、ｎチャネル型トランジスタ１０２８とｐチャネル型トラ
ンジスタ１０３０が、それぞれゲート電極として機能する電極１００８を１つずつ有する
場合を例示しているが、開示に係る発明の一態様は該構成に限定されない。作製されるト
ランジスタは、ゲート電極として機能する電極を複数有し、なおかつ該複数の電極が電気
的に接続されているマルチゲート構造を有していても良い。
【０１４７】
本実施の形態では、機械的な研磨処理などを行う代わりに、レーザ光を照射して、単結晶
半導体層の欠陥や表面凹凸を低減している。さらに、開示に係る発明の一態様である評価
方法を用いることにより、極めて簡便な方法によりレーザ光照射条件の最適化を実現して
いる。これにより、欠陥が十分に低減された平坦性の高いＳＯＩ基板を提供することがで
き、且つ、その提供にかかるコストを抑えることができる。また、該ＳＯＩ基板を用いる
ことにより、高速動作が可能で、サブスレッショルド値が低く、電界効果移動度が高く、
低電圧で駆動可能なトランジスタを低いコストで作製することができる。
【０１４８】
本実施の形態は、実施の形態１乃至３と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１４９】
（実施の形態５）
本実施の形態では、半導体装置に用いることができる薄膜トランジスタの製造方法の別の
一例について説明する。なお、本実施の形態に示す薄膜トランジスタの製造方法では、半
導体層と配線との接続に係る開口が自己整合的に形成されることを特徴としている。
【０１５０】
はじめに、実施の形態１などに示した方法を用いて作製した半導体基板を用意する（図示
せず）。そして、該半導体基板における半導体層（実施の形態１における島状半導体層１
２４に対応）をパターニングして島状半導体層１３０６を形成した後、ゲート絶縁層とし
て機能する絶縁層１３０８、及びゲート電極（又は配線）として機能する導電層を順に形
成する。本実施の形態では、ゲート電極として機能する導電層を二層構造で形成するが、
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開示に係る発明はこれに限定されるものではない。ここで、絶縁層１３０８は、酸化珪素
、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、窒化珪素などの材料を用いて、ＣＶＤ法やスパッタリン
グ法などにより形成することができる。絶縁層１３０８の厚さは５ｎｍ以上１００ｎｍ以
下程度とすれば良い。また、導電層は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン
（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、
ニオブ（Ｎｂ）等の材料を用いて、ＣＶＤ法やスパッタリング法などにより形成すること
ができる。導電層の厚さは、二層の合計が１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下程度となるよう
にすれば良い。なお、本実施の形態では、絶縁層１３０８を酸化珪素（厚さ２０ｎｍ）に
て形成し、導電層（下層）を窒化タンタル（厚さ５０ｎｍ）にて形成し、導電層（上層）
をタングステン（厚さ２００ｎｍ）にて形成する場合について説明する。
【０１５１】
なお、上記の半導体層には、薄膜トランジスタの閾値電圧を制御するために、硼素、アル
ミニウム、ガリウムなどのｐ型を付与する不純物や、リン、砒素などのｎ型を付与する不
純物を添加しても良い。例えば、ｐ型を付与する不純物として硼素を添加する場合、５×
１０１６ｃｍ－３以上１×１０１７ｃｍ－３以下の濃度で添加すれば良い。また、半導体
層に対して水素化処理を行っても良い。水素化処理は、例えば、水素雰囲気中において３
５０℃、２時間程度行う。
【０１５２】
次に、上記のゲート電極として機能する導電層をパターニングする。なお、本実施の形態
における薄膜トランジスタの製造方法では、上記の導電層に対して少なくとも二度のパタ
ーニングを行うが、ここでは、そのうちの一度目のパターニングを行う。これにより、最
終的に形成されるゲート電極より一回り大きい導電層１３１０、及び導電層１３１２が形
成される。ここで、「一回り大きい」とは、二度目のパターニング工程において用いられ
るゲート電極形成用のレジストマスクを、導電層１３１０、及び導電層１３１２の位置に
合わせて形成できる程度の大きさをいうものとする。なお、上記二度のパターニングは、
導電層の島状半導体層１３０６と重なる領域に対して行えば良いものであり、導電層全面
に対して二度のパターニングを行う必要はない。
【０１５３】
その後、上記の絶縁層１３０８、導電層１３１０、及び導電層１３１２を覆うように、絶
縁層１３１４を形成する（図１３（Ａ）、図１５（Ａ）参照）。ここで、絶縁層１３１４
は、酸化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、窒化珪素、酸化ハフニウム、酸化アルミニ
ウムなどの材料を用いて、ＣＶＤ法やスパッタリング法などにより形成することができる
。絶縁層１３１４の厚さは０．５μｍ以上２μｍ以下程度とすることが好ましい。本実施
の形態では、一例として、絶縁層１３１４を酸化珪素（厚さ１μｍ）にて形成する場合に
ついて説明する。なお、本実施の形態においては、ベース基板１３００上に、絶縁層１３
０２、絶縁層１３０４、及び半導体層が順に設けられた構造の半導体基板を用いて説明し
ているが、開示に係る発明はこれに限定して解釈されるものではない。
【０１５４】
なお、図１３（Ａ）は、平面図である図１５（Ａ）のＰ－Ｑにおける断面に対応する図で
ある。同様に、図１３（Ｂ）と図１５（Ｂ）が対応し、図１３（Ｄ）と図１５（Ｃ）が対
応し、図１４（Ｃ）と図１５（Ｄ）が対応する。図１５に示す平面図では、簡単のため、
対応する断面図における一部の構成要素を省略している。
【０１５５】
次に、上記の絶縁層１３１４上に、パターニング工程において用いるゲート電極形成用の
レジストマスク１３１６を形成する。該パターニング工程は、上記導電層に対する二度の
パターニングのうち、二度目のパターニング工程に当たるものである。レジストマスク１
３１６は、感光性物質であるレジスト材料を塗布した後、パターンを露光することで形成
できる。レジストマスク１３１６の形成後には、該レジストマスク１３１６を用いて、導
電層１３１０、導電層１３１２、及び絶縁層１３１４をパターニングする。具体的には絶
縁層１３１４を選択的にエッチングして絶縁層１３２２を形成した後、導電層１３１０、



(26) JP 5503876 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

及び導電層１３１２を選択的にエッチングしてゲート電極として機能する導電層１３１８
、導電層１３２０を形成する（図１３（Ｂ）、図１５（Ｂ）参照）。ここで、絶縁層１３
１４を選択的にエッチングする際には、ゲート絶縁層として機能する絶縁層１３０８の一
部も同時にエッチングされる。
【０１５６】
次に、レジストマスク１３１６を除去した後、島状半導体層１３０６、絶縁層１３０８、
導電層１３１８、導電層１３２０、絶縁層１３２２などを覆うように、絶縁層１３２４を
形成する。絶縁層１３２４は後のサイドウォール形成時のバリア層として機能する。絶縁
層１３２４は、酸化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、窒化珪素、酸化ハフニウム、酸
化アルミニウム、酸化タンタルなどの材料を用いて形成することができるが、バリア層と
して機能させるためには、後のサイドウォールに用いられる材料とエッチング時の選択比
が取れる材料を用いて形成することが好ましいと言える。絶縁層１３２４の厚さは１０ｎ
ｍ以上２００ｎｍ以下程度とすれば良い。本実施の形態では、絶縁層１３２４を、窒化珪
素（厚さ５０ｎｍ）を用いて形成することとする。
【０１５７】
絶縁層１３２４の形成後には、導電層１３１８、導電層１３２０、絶縁層１３２２等をマ
スクとして、一導電型を付与する不純物元素を島状半導体層１３０６に添加する。本実施
の形態では、島状半導体層１３０６にｎ型を付与する不純物元素（例えばリンや砒素）を
添加する。該不純物の添加により、島状半導体層１３０６に不純物領域１３２６が形成さ
れる（図１３（Ｃ）参照）。なお、本実施の形態においては、絶縁層１３２４を形成した
後に、ｎ型を付与する不純物元素を添加する構成としたが、開示に係る発明はこれに限ら
れない。例えば、レジストマスクを除去した後、又は除去する前に上記の不純物元素を添
加し、その後、絶縁層１３２４を形成する構成としてもよい。また、添加する不純物元素
を、ｐ型を付与する不純物元素とすることもできる。
【０１５８】
次に、サイドウォール１３２８を形成する（図１３（Ｄ）、図１５（Ｃ）参照）。サイド
ウォール１３２８は、絶縁層１３２４を覆うように絶縁層を形成し、該絶縁層に対して垂
直方向を主体とした異方性エッチングを適用することで形成することができる。上記異方
性エッチングにより、絶縁層が選択的にエッチングされることになるためである。絶縁層
は、酸化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、窒化珪素、酸化ハフニウム、酸化アルミニ
ウム、酸化タンタルなどの材料を用いて、ＣＶＤ法やスパッタリング法などにより形成す
ることができる。また、有機材料を含む膜を、スピンコートなどにより形成しても良い。
本実施の形態においては、絶縁層の材料として酸化珪素を用いることとする。すなわち、
サイドウォール１３２８は酸化珪素により形成される。また、上記エッチングガスとして
は、例えば、ＣＨＦ３とヘリウムの混合ガスを用いることができる。なお、サイドウォー
ル１３２８を形成する工程はこれらに限定されない。
【０１５９】
次に、絶縁層１３２２、サイドウォール１３２８などをマスクとして、島状半導体層１３
０６に一導電型を付与する不純物元素を添加する。なお、島状半導体層１３０６には、先
の工程で添加した不純物元素と同じ導電型の不純物元素をより高い濃度で添加する。つま
り、本実施の形態においては、ｎ型を付与する不純物元素を添加することになる。
【０１６０】
上記不純物元素の添加により、島状半導体層１３０６に、チャネル形成領域１３３０と、
低濃度不純物領域１３３２と、高濃度不純物領域１３３４が形成される。低濃度不純物領
域１３３２はＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）領域として機能し、高
濃度不純物領域１３３４はソース又はドレインとして機能する。
【０１６１】
次に、絶縁層１３２４をエッチングして、高濃度不純物領域に達する開口（コンタクトホ
ール）を形成する（図１４（Ａ）参照）。本実施の形態においては、酸化珪素を用いて絶
縁層１３２２、及びサイドウォール１３２８を形成し、窒化珪素を用いて絶縁層１３２４
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を形成しているため、絶縁層１３２４を選択的にエッチングして開口を形成することがで
きる。
【０１６２】
上記高濃度不純物領域に達する開口を形成した後、絶縁層１３１４を選択的にエッチング
することにより、開口１３３６を形成する（図１４（Ｂ）参照）。開口１３３６は、高濃
度不純物領域に達する開口と比較して大きく形成されることになる。これは、開口１３３
６は、プロセスルールやデザインルールに従ってその最小線幅が決まるのに対して、高濃
度不純物領域に達する開口は、自己整合的に形成されることでより微細化されるためであ
る。
【０１６３】
その後、上記高濃度不純物領域に達する開口及び開口１３３６を介して、島状半導体層１
３０６の高濃度不純物領域１３３４及び導電層１３２０に接する導電層を形成する。該導
電層は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により形成することができる。材料としては、ア
ルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）
、マンガン（Ｍｎ）、ネオジム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、珪素（Ｓｉ）等を用いることがで
きる。また、上記金属を主成分とする合金を用いても良いし、上記金属を含む化合物を用
いても良い。また、上記導電層は、単層構造としても良いし、積層構造としても良い。本
実施の形態においては、チタンとアルミニウムとチタンとの三層構造とする場合を示す。
【０１６４】
上記導電層を選択的にエッチングすることにより、ソース電極又はドレイン電極（ソース
配線又はドレイン配線）として機能する導電層１３３８、導電層１３４０及び導電層１３
４２、導電層１３２０と接続されて配線として機能する導電層１３４４、導電層１３４６
及び導電層１３４８を形成する（図１４（Ｃ）、図１５（Ｄ）参照）。以上の工程により
、島状半導体層１３０６と、ソース電極又はドレイン電極として機能する導電層との接続
を自己整合的に形成した薄膜トランジスタが完成する。
【０１６５】
本実施の形態において示した方法により、島状半導体層とソース電極又はドレイン電極の
接続関係を自己整合的に形成することができるため、トランジスタの構造を微細化するこ
とができる。つまり、半導体素子の集積度を向上することができるようになる。また、チ
ャネル長や低濃度不純物領域の長さを自己整合的に規定することができるため、微細化に
おいて問題となるチャネル抵抗のばらつきを抑制することができる。すなわち、特性の優
れたトランジスタを提供することができる。
【０１６６】
本実施の形態は実施の形態１乃至４と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１６７】
（実施の形態６）
本実施の形態では、実施の形態４又は５において作製した半導体装置、特に表示装置を用
いた電子機器について、図１６及び１７を参照して説明する。
【０１６８】
半導体装置（特に表示装置）を用いて作製される電子機器としては、ビデオカメラ、デジ
タルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーション
システム、音響再生装置（カーオーディオコンポ等）、コンピュータ、ゲーム機器、携帯
情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録
媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ
（ＤＶＤ）等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）な
どが挙げられる。
【０１６９】
図１６（Ａ）はテレビ受像器又はパーソナルコンピュータのモニタである。筺体１６０１
、支持台１６０２、表示部１６０３、スピーカー部１６０４、ビデオ入力端子１６０５等
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を含む。表示部１６０３には、開示に係る発明の一態様である半導体装置が用いられてい
る。これにより、信頼性が高く高性能なテレビ受像器又はパーソナルコンピュータのモニ
タを低価格で提供することができる。
【０１７０】
図１６（Ｂ）はデジタルカメラである。本体１６１１の正面部分には受像部１６１３が設
けられており、本体１６１１の上面部分にはシャッターボタン１６１６が設けられている
。また、本体１６１１の背面部分には、表示部１６１２、操作キー１６１４、及び外部接
続ポート１６１５が設けられている。表示部１６１２には、開示に係る発明の一態様であ
る半導体装置が用いられている。これにより、信頼性が高く高性能なデジタルカメラを低
価格で提供することができる。
【０１７１】
図１６（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータである。本体１６２１には、キーボード
１６２４、外部接続ポート１６２５、ポインティングデバイス１６２６が設けられている
。また、本体１６２１には、表示部１６２３を有する筐体１６２２が取り付けられている
。表示部１６２３には、開示に係る発明の一態様である半導体装置が用いられている。こ
れにより、信頼性が高く高性能なノート型パーソナルコンピュータを低価格で提供するこ
とができる。
【０１７２】
図１６（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体１６３１、表示部１６３２、スイッチ
１６３３、操作キー１６３４、赤外線ポート１６３５等を含む。表示部１６３２にはアク
ティブマトリクス表示装置が設けられている。表示部１６３２には、開示に係る発明の一
態様である半導体装置が用いられている。これにより、信頼性が高く高性能なモバイルコ
ンピュータを低価格で提供することができる。
【０１７３】
図１６（Ｅ）は画像再生装置である。本体１６４１には、表示部１６４４、記録媒体読み
込み部１６４５及び操作キー１６４６が設けられている。また、本体１６４１には、スピ
ーカー部１６４７及び表示部１６４３それぞれを有する筐体１６４２が取り付けられてい
る。表示部１６４３及び表示部１６４４それぞれには、開示に係る発明の一態様である半
導体装置が用いられている。これにより、信頼性が高く高性能な画像再生装置を低価格で
提供することができる。
【０１７４】
図１６（Ｆ）は電子書籍である。本体１６５１には操作キー１６５３が設けられている。
また、本体１６５１には複数の表示部１６５２が取り付けられている。表示部１６５２に
は、開示に係る発明の一態様である半導体装置が用いられている。これにより、信頼性が
高く高性能な電子書籍を低価格で提供することができる。
【０１７５】
図１６（Ｇ）はビデオカメラであり、本体１６６１には外部接続ポート１６６４、リモコ
ン受信部１６６５、受像部１６６６、バッテリー１６６７、音声入力部１６６８、操作キ
ー１６６９が設けられている、また、本体１６６１には、表示部１６６２を有する筐体１
６６３が取り付けられている。表示部１６６２には、開示に係る発明の一態様である半導
体装置が用いられている。これにより、信頼性が高く高性能なビデオカメラを低価格で提
供することができる。
【０１７６】
図１６（Ｈ）は携帯電話であり、本体１６７１、筐体１６７２、表示部１６７３、音声入
力部１６７４、音声出力部１６７５、操作キー１６７６、外部接続ポート１６７７、アン
テナ１６７８等を含む。表示部１６７３には、開示に係る発明の一態様である半導体装置
が用いられている。これにより、信頼性が高く高性能な携帯電話を低価格で提供すること
ができる。
【０１７７】
図１７は、電話としての機能と、情報端末としての機能を併せ持った携帯電子機器１７０
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０の構成の一例である。ここで、図１７（Ａ）は正面図、図１７（Ｂ）は背面図、図１７
（Ｃ）は展開図である。携帯電子機器１７００は、電話と情報端末の双方の機能を備えて
おり、音声通話以外にも様々なデータ処理が可能な、いわゆるスマートフォンと呼ばれる
電子機器である。
【０１７８】
携帯電子機器１７００は、筐体１７０１及び筐体１７０２で構成されている。筐体１７０
１は、表示部１７１１、スピーカー１７１２、マイクロフォン１７１３、操作キー１７１
４、ポインティングデバイス１７１５、カメラ用レンズ１７１６、外部接続端子１７１７
等を備え、筐体１７０２は、キーボード１７２１、外部メモリスロット１７２２、カメラ
用レンズ１７２３、ライト１７２４、イヤフォン端子１７２５等を備えている。また、ア
ンテナは筐体１７０１内部に内蔵されている。上記構成に加えて、非接触ＩＣチップ、小
型記録装置等を内蔵していてもよい。
【０１７９】
表示部１７１１には、開示に係る発明の一態様である半導体装置が組み込まれている。な
お、表示部１７１１に表示される映像（及びその表示方向）は、携帯電子機器１７００の
使用形態に応じて様々に変化する。また、表示部１７１１と同一面にカメラ用レンズ１７
１６を備えているため、映像を伴う音声通話（いわゆるテレビ電話）が可能である。なお
、スピーカー１７１２及びマイクロフォン１７１３は音声通話に限らず、録音、再生等に
用いることが可能である。カメラ用レンズ１７２３（及び、ライト１７２４）を用いて静
止画及び動画の撮影を行う場合には、表示部１７１１はファインダーとして用いられるこ
とになる。操作キー１７１４は、電話の発信・着信、電子メール等の簡単な情報入力、画
面のスクロール、カーソル移動等に用いられる。
【０１８０】
重なり合った筐体１７０１と筐体１７０２（図１７（Ａ））は、スライドし、図１７（Ｃ
）のように展開し、情報端末として使用できる。この場合には、キーボード１７２１、ポ
インティングデバイス１７１５を用いた円滑な操作が可能である。外部接続端子１７１７
はＡＣアダプタやＵＳＢケーブル等の各種ケーブルと接続可能であり、充電やコンピュー
タ等とのデータ通信を可能にしている。また、外部メモリスロット１７２２に記録媒体を
挿入し、より大容量のデータの保存及び移動に対応できる。上記機能に加えて、赤外線な
どの電磁波を用いた無線通信機能や、テレビ受信機能等を有していても良い。開示に係る
発明の一態様により、信頼性が高く高性能な携帯電子機器を低価格で提供することができ
る。
【０１８１】
以上の様に、開示に係る発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いる
ことが可能である。なお、本実施の形態は、実施の形態１乃至５と適宜組み合わせて用い
ることができる。
【符号の説明】
【０１８２】
１００　　ベース基板
１１０　　単結晶半導体基板
１１２　　絶縁層
１１４　　損傷領域
１１６　　絶縁層
１１８　　単結晶半導体層
１２０　　島状半導体層
１２２　　島状半導体層
１２４　　島状半導体層
１３０　　イオンビーム
１３２　　パルスレーザ光
１４０　　基板
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１４２　　単結晶半導体基板
１５０　　半導体基板
３００　　絶縁層
３０２　　単結晶半導体層
４００　　絶縁層
４０２　　島状半導体層
５００　　ベース基板
５０２　　島状半導体層
５０４　　領域
５１０　　ベース基板
５１２　　島状半導体層
５１４　　領域
６００　　ベース基板
６１２　　絶縁層
６１６　　半導体層
６１６ａ　　半導体層
６１６ｂ　　半導体層
６４０　　パルスレーザ光
６５０　　参照光
６５２　　反射光
１０００　　半導体層
１００２　　半導体層
１００４　　半導体層
１００６　　ゲート絶縁層
１００８　　電極
１０１０　　不純物領域
１０１２　　不純物領域
１０１４　　サイドウォール
１０１６　　高濃度不純物領域
１０１８　　低濃度不純物領域
１０２０　　チャネル形成領域
１０２２　　高濃度不純物領域
１０２４　　低濃度不純物領域
１０２６　　チャネル形成領域
１０２８　　ｎチャネル型トランジスタ
１０３０　　ｐチャネル型トランジスタ
１０３２　　絶縁層
１０３４　　絶縁層
１０３６　　導電層
１０３８　　導電層
１３００　　ベース基板
１３０２　　絶縁層
１３０４　　絶縁層
１３０６　　島状半導体層
１３０８　　絶縁層
１３１０　　導電層
１３１２　　導電層
１３１４　　絶縁層
１３１６　　レジストマスク
１３１８　　導電層
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１３２０　　導電層
１３２２　　絶縁層
１３２４　　絶縁層
１３２６　　不純物領域
１３２８　　サイドウォール
１３３０　　チャネル形成領域
１３３２　　低濃度不純物領域
１３３４　　高濃度不純物領域
１３３６　　開口
１３３８　　導電層
１３４０　　導電層
１３４２　　導電層
１３４４　　導電層
１３４６　　導電層
１３４８　　導電層
１６０１　　筺体
１６０２　　支持台
１６０３　　表示部
１６０４　　スピーカー部
１６０５　　ビデオ入力端子
１６１１　　本体
１６１２　　表示部
１６１３　　受像部
１６１４　　操作キー
１６１５　　外部接続ポート
１６１６　　シャッターボタン
１６２１　　本体
１６２２　　筐体
１６２３　　表示部
１６２４　　キーボード
１６２５　　外部接続ポート
１６２６　　ポインティングデバイス
１６３１　　本体
１６３２　　表示部
１６３３　　スイッチ
１６３４　　操作キー
１６３５　　赤外線ポート
１６４１　　本体
１６４２　　筐体
１６４３　　表示部
１６４４　　表示部
１６４５　　記録媒体読み込み部
１６４６　　操作キー
１６４７　　スピーカー部
１６５１　　本体
１６５２　　表示部
１６５３　　操作キー
１６６１　　本体
１６６２　　表示部
１６６３　　筐体
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１６６４　　外部接続ポート
１６６５　　リモコン受信部
１６６６　　受像部
１６６７　　バッテリー
１６６８　　音声入力部
１６６９　　操作キー
１６７１　　本体
１６７２　　筐体
１６７３　　表示部
１６７４　　音声入力部
１６７５　　音声出力部
１６７６　　操作キー
１６７７　　外部接続ポート
１６７８　　アンテナ
１７００　　携帯電子機器
１７０１　　筐体
１７０２　　筐体
１７１１　　表示部
１７１２　　スピーカー
１７１３　　マイクロフォン
１７１４　　操作キー
１７１５　　ポインティングデバイス
１７１６　　カメラ用レンズ
１７１７　　外部接続端子
１７２１　　キーボード
１７２２　　外部メモリスロット
１７２３　　カメラ用レンズ
１７２４　　ライト
１７２５　　イヤフォン端子
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